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序序章章．．都都市市計計画画ママススタターーププラランンのの位位置置づづけけ  
 

１．都市計画マスタープランの位置づけと目的 

 
１） 計画の位置づけと目的 

○生駒市が進める「都市づくり」の指針となる計画です。 

 都市計画法によって、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、各市町村における策定

が義務づけられています。 

 市の総合計画が市政全般にわたる総合的な指針であるのに対して、「都市計画マスタープラン」は、

土地利用や市街地整備、都市施設整備（道路、公園、河川、下水道など）、自然環境保全、景観形

成、防災まちづくりなど、まちの整備・開発・誘導や保全に関する、より具体的な指針としての役割を

果たすものです。 

○計画策定（見直し）の背景と目的 

 今回の計画見直しについては、上位計画である「生駒市総合計画（基本構想）」および「奈良県

都市計画区域マスタープラン」の改定・見直しとの整合性を確保するとともに、人口減少社会の

到来や、都市計画法・景観法その他の各種法制度等の改正、市民参加型まちづくりの希求な

ど、大きく変化している環境の変化を踏まえつつ、将来における適切な対応を図っていくため、

見直しを図ったものです。 

 
２） 計画の役割 

○生駒市が実施する「都市計画」の根拠となる計画です。 

 都市づくりを計画的に行うためには、土地利用の規制・誘導や、主要な都市施設の整備、市街地開

発事業等の都市計画を適切に推進していくことが必要であり、そのために必要な事項を指針として

定めるのが「都市計画マスタープラン」です。 

 市町村が実施する都市計画は、「都市計画マスタープラン」に即して実施する必要があり、都市計

画を中心とする今後の都市づくりの根拠となる、重要な指針です。 

 
○市民とともに、良好なまちづくりを進めるための、共通のバイブルとなる計画です。 

 良好なまちづくりを実現していくためには、官民協働によるまちづくり活動の実践と、そのための将

来ビジョン・目標の共有化が重要であり、そのための指針としての計画でもあります。 

 
（都市計画マスタープランの役割） 

 

■ まちづくりの将来像や目標を示します。 

■ 都市計画や個別のまちづくりを進める際の指針を示します。 

■ 市民との協働のまちづくり推進の指針を示します。 
 

 

２．計画対象区域および目標年次 

 
 計画区域は、市域全域（全域が都市計画区域）を対象とします。 

 計画の目標年次は、20 年後のまちの姿を展望しつつ、概ね 10 年後の平成 32 年とします。 
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３．計画の構成 

 
本計画の構成は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 都市の将来像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 生駒市を取り巻く社会環境の変化 

２. 市民意向  

３. 生駒市の特性と主要課題  

４. 将来像  

５. 将来人口  

６. 都市づくりの目標  

７. 将来の都市構造  

第２章 全体構想 

 （都市全体のまちづくりの方針） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 土地利用の方針  

２. 目標実現に向けてのまちづくり方針 

2-1「豊かな自然が輝く環境まちづく

り」の方針 

2-2「みんなが住み続けたくなるブラ

ンドまちづくり」の方針 

2-3「誰もが移動しやすいコンパクト

なまちづくり」の方針 

2-4「みんなが住み続けられる安全・

安心なまちづくり」の方針 

第３章 地域別構想 

 （地域別のまちづくりの方針） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 地域別構想の位置づけ  

２. 地域別構想 

＊ 北部エリア  

＊ 中部エリア  

＊ 南部エリア  

第４章 実現に向けて 
 

 

 

 

 

１. まちづくりの基本姿勢 

２. まちづくり実現に向けての方策 

３. 市民主体のまちづくりの支援充実 

 

３. 分野別のまちづくり方針 

（分野別に再整理した方針） 

3-1 市街地・住宅の整備・誘導の方針 

3-2 都市施設の整備・誘導の方針  

3-2 自然的環境の保全・形成の方針  

3-4 都市景観形成の方針 

3-5 安全・安心のまちづくり方針 
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第第１１章章．．都都市市のの将将来来像像  
 

１．生駒市を取り巻く社会環境の変化 

 
将来のまちづくりに向けて留意すべき「本市を取り巻く社会環境の変化」は、以下の通りです。 

 
① 少子高齢社会の到来 

 全国的な人口減少傾向の中、本市においても長期的な人口減少が想定され、人口維持のための

都市間競争の激化が予想されます。このため、高齢者が安心して住み続けられる環境の充実や、

若者の定着や子育て支援の促進など、現居住者の定住促進が重要です。 

 人口減少社会において、まちを支える人口活力をアップするためには、交流人口や雇用など、昼間

人口の拡大も重要です。 

② 環境配慮や持続可能なまちづくりの重要性 

 地球環境に配慮したまちづくりへの要請が一層強くなる中にあって、本市は自然環境に囲まれた特

性を有しており、自然環境の保全と環境共生の取組みの充実が求められます。 

 南北に長い市域において、比較的恵まれた鉄道網等の公共交通機関の整備充実等もあり、宅地

開発等が進展してきた経緯もあり、コンパクトなまちづくりに十分留意することが必要です。 

③ 安全・安心ニーズの高まり 

 高齢化の進展や近年の大規模災害等の発生を背景に、防災やバリアフリーなど、安全・安心なまち

づくりへのニーズが高まっており、十分留意することが必要です。 

④ 景観や質を重視したまちづくりニーズの高まり 

 社会資本整備の進展に伴い、量から質を重視したまちづくりや、地域固有の資源（個性）を活かし

たまちづくりが強く求められてきており、近年の景観法等の支援制度等の充実も踏まえつつ、まちの

活性化に積極的に活かしていく視点が重要です。 

⑤ 効率的効果的な都市運営の必要性 

 人口減少社会の到来、社会経済情勢の不透明性等を背景に、厳しい行財政運営が求められてお

り、既存ストックの有効活用や、協働の取組み強化、産業基盤の強化等の重要性が高まっていま

す。 

⑥ 市民参加・市民自治の必要性 

 地域主権改革や市民自治等の取組みが全国で広がっており、自助・共助の取組みの活性化や、

地域への愛着やコミュニティの増進、まちづくりや地域の活性化への市民パワーの活用促進の重要

性が高まっています。 
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２．市民意向 

 
将来のまちづくりに向けて留意すべき「市民意向」は、以下の通りです。 

（計画策定に伴い実施した市民アンケート調査結果に基づく） 

 
① 自然や緑の保全の重要性 

 市の魅力や将来像について、自然や緑の豊かさをあげる声が高いものの、“開発などにより身近な

自然環境が減少しつつある”や“自然や農地などの緑が減少し、環境や景観が悪くなった”とする声

が高く、生駒市の 大の魅力および住宅都市の付加価値として、自然や緑の保全の重要度は極め

て高い状況です。 

 自然の保全のみならず、“農地の保全”や“まちなかの緑化”に関する重要度が増加しており、身近

な生活環境の中で、うるおいや安らぎを求める声が伺えます。 

② 自然等の地域資源の活用促進の要望 

 “身近な公園や広場の整備”、“既存の公園・広場の周辺緑化・美化”、“河川・ため池などの水辺景

観”など、既存資源を活かした取組みへの要望が高くなっています。 

 “ジョギングや散歩が楽しめる緑道等の整備”や“自然と親しめる公園の整備”の要望が高いなど、

自然とのふれあいや健康志向に対するニーズも伺え、留意が必要です。 

 自然・歴史的資源の保全だけでなく、その活用を望む声が高く、また、“まちなみの美しさなど景観

のよさ”に対する要望が高く、交流・体験空間としての活用や、景観への取組みの強化が必要で

す。 

 地域資源の保全に関して、“屋外広告物の景観”や“ごみの不法投棄” への懸念が伺え、適切な

対応が必要です。 

③ 駅前の質の高い環境・景観形成や、身近な買い物利便性の向上の要望 

 生駒駅前やけいはんな新線の新駅周辺の開発等に伴う商業機能の整備もあり、“日常の買物の便

利さ”への不満度は若干減少しているが、今後の重要度は高くなっています。 

 “駅前の景観”への評価は低く、“駅前や商店街の魅力ある景観形成”が望まれており、玄関口等に

おける質の高い景観・環境形成への要望が高い状況です。 

 一方で、中心駅だけでなく、“駅周辺で日常的に必要な店舗・サービス施設などの集積が少ない” 

や“住宅地内で日常生活に必要な店舗・サービス施設等が乏しく不便だ”など、身近な駅周辺にお

ける商業サービス機能充実への声も高く、留意すべきです。 

④ 歩道等の身近な交通環境の充実の要望 

 けいはんな新線・新駅や関連道路基盤等もあり、 “道路・交通機関の発達した便利なまち”という本

市のイメージが上昇しており、道路・交通環境整備の一定の効果が伺えるものの、歩道の整備や、

駐車・駐輪対策に関する要望が相対的に高い状況です。 

 全体の中での重要度は上位でないものの、高齢化を受けて、バスサービスへの要望が増大してお

り、留意が必要です。 

⑤ 身近な暮らしの安全・安心の向上の要望 

 “バリアフリー化”に関する項目で満足度が上昇しており、一定の施策実施効果が伺えるが、高齢社

会の影響もあり、依然として要望が高い状況です。 

 “災害や犯罪”対策や“福祉のまち”への要望が全般的に高く、防災・防犯や医療・福祉等に関する

問題意識が高くなっており、適切な対応が必要です。 
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３．生駒市の特性と主要課題 

 
１） 生駒市の特性 

本市の特性（魅力）としては、大きく、以下のような点があげられ、まちづくりに積極的に活かしていくこと

が必要です。 

 
① 自然（緑）が豊かなまち、緑に囲まれたまち 

 生駒山・矢田丘陵の豊かな緑に市街地が囲まれた都市構造を呈しており、眺望景観、緑に囲まれ

たやすらぎある環境を提供するとともに、自然体験・学習等の拠点ともなっています。 

 山林のみならず、「竹林、棚田、市街地周辺に広がる田園風景」や「竜田川・富雄川等の市街地を

縦貫する水辺」など、多彩なみどり資源を有しており、身近な緑環境にあふれた住宅地を形成して

います。 

 住宅団地での生垣緑化や花を活かした取組など、市民主体のまちなか緑化の活動がさかんです。 

 生駒の自然に育まれた歴史文化等の多彩な地域資源（宝山寺等の歴史文化資源、暗がり峠など）

を有し、周辺の緑と一体となった拠点を形成しており、奈良市・大和郡山市・斑鳩等との観光ネット

ワークも期待される立地条件を有しています。 

 そうした生駒の豊かで多彩な緑環境は、まちの大きな魅力であり財産となっており、住宅都市の大

きな付加価値となっています。 

 

② 良好な住宅地としてのブランド 

 公共施設が整った敷地規模の大きな大規模住宅開発の進展や、けいはんな新線開通に伴う駅周辺等

での都市型住宅の立地など、良好な住宅地、および自然や緑の豊かな住宅街の広がるまちとしてのブラ

ンドイメージを有しています。 

 地区計画や緑化等のまちづくり活動とともに、各種コミュニティ活動も活発です。 

 

③ 大都市に近接する優れた立地性や交通条件 

 大都市への近接性や、優れた交通条件（広域幹線、鉄道など）を活かして、比較的人口成長性の高さを

維持しています。 

 南北に長い市域の中にあって、鉄道網の整備進展により、鉄道を中心に公共交通の利便性が比較

的高くなっています。 

 優れた立地性・交通条件を活かし、学研都市や大規模工場地、主要駅周辺の商業等の拠点開発

の進展など、広域的な機能や定住環境の充実が進展しています。 
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２） 都市づくりの主要課題 

以上の社会環境変化、市民意向、本市の特性等を踏まえた、主要課題は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 生駒の資産を守り、伸ばし活かすまちづくりの必要性 

● 生駒らしい環境・景観を守り育てるまち 

● 生駒の自然や歴史文化に親しみ愛着を育てるまち 

■生駒の自然（みどり）を守り、活かすまち 
・山林・水辺・田園等の環境の保全と活用 
・生駒らしい、山並み・眺望景観の保全 
・地域資源を活かした景観整備 

■身近なみどりあふれる、うるおいあるまち 
・まちなかの緑化推進 
・身近な緑を増やし、質の高いまちなみ景観の形成 
・公園・緑地のネットワーク化 

■みどりに囲まれた質の高い生駒ブランドの住宅地 
・自然や緑豊かな住宅地としてのブランド強化 

■生駒の歴史文化を育み、活かすまち 
・多彩な歴史文化資源の保全 
・歴史文化資源を各地域の活性化に活かす取組強化 
・地域の観光交流資源のネットワーク化と観光・交流人口の増大 

② 既存ストックを活かした持続可能なまちづくりの必要性 

● 活力ある拠点が連携するまち 

 

 

 

 

 

 

● 移動しやすいまち 

 

 

 

 

 

 

● 住み続けたくなるまち 

■拠点が連携する賑わいあるまち（コンパクトなまち） 
・中心拠点の商業等広域魅力強化、高質景観形成 
・各地域の特色ある身近な商業サービス等機能の充実 
・コンパクトシティ（機能集約的な都市） 

■活力ある産業のあるまち 
・学研都市の活性化、企業誘致の推進 

 

■拠点を連携する交通ネットワークの形成 
（移動しやすいまち、交通利便性を活かしたまちまち） 
・公共交通利用環境の維持・充実 
・駅周辺のバリアフリー 
・主要道路網の整備 
・駅周辺の駐車・駐輪対策の充実 

 

■安全・安心なまち 
・災害に強いまち 
・高齢者の居住継続の支援充実 
・若年層の定住促進や子育て支援機能の充実 

■快適な生活環境のあるまち 
・身近な道路、下水道、公園・広場等の整備 

 

③ 協働のまちづくりの必要性 

 

 

 

 

■行政が先導で進める「推進」、市民とともに進める「協働」、市民主体で進める「支
援」を明確にした、協働のまち 
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４．将来像 

 
 

まちづくりの基本理念および将来像については、市の総合計画に即し、以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの基本理念 
 

 

 

 

 

  

1 市民主体のまちづくり 

まちづくりの主体は市民です。市民主体のまちづくりの基本ルールを定めた

条例等に基づき、あらゆる分野における、市民の参画、市民・事業者・行政の協

働を推進します。 

3 持続可能な都市経営 

少子・高齢化の進行、増え続ける社会保障経費、厳しい財政状況、地球環境

問題の深刻化など、これまでの様々なシステムの持続可能性を大きく揺るがす

変化が本市を取り巻いています。こうした変化に対応するため、既存の方法を不

断に見直し、次世代へ引き継ぐための持続可能な都市経営を行います。 

 

2 自助・共助・公助 

身近な暮らしに関わるまちづくりにおいては、まず「自助」（自分自身が行う）、

次に「共助」（周囲や地域が協力する）、そして「公助」（行政が支援する）という

考え方を基本とします。 

まちづくりの将来像 
 

 

 

“ 市民が創る ぬくもりと活力あふれるまち・ 生駒 ” 
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５．将来人口 

 
将来人口については、市の総合計画に即し、以下のように設定します。 

 
１） 総人口の見通し 

本市の将来の総人口は、今後社会動態がゼロ（転入と転出が均衡）で推移すると、少子化の影響で計

画期間の当初から自然動態（出生・死亡の差）がマイナスに転じるため、次第に減少していくことが見込ま

れます。 

本市の平成 32 年（2020 年）における総人口については、過去の人口動態を踏まえつつ、今後の少子・

高齢化の進展を想定し、さらに、本市における計画期間中の住宅開発計画や子育て・勤労世代の定住を

促すための政策的な取組を総合的に考慮して、新たな住宅開発や政策的な取組によって社会動態（転

入・転出の差）がプラスで推移することを想定し、現状の人口規模から微増した水準のおおむね 121,000

人とします。（本計画で想定する総人口及び世帯数の中に、学研高山地区第２工区への転入等は含まれ

ません。） 

 

115,000

116,000

117,000

118,000

119,000

120,000

121,000

122,000

年

人口総数の推移

 
 

 

２） 年齢別人口構成の見通し 

本市においては今後急速に高齢化が進展する状況にあり、平成 20 年（2008 年）において 19.0％の老

年人口比率（65 歳以上）は、平成 20 年（2010 年）には 20.3％、平成 32 年（2020 年）において 26.6％とな

る見込みです。 

また、年少人口比率（14 歳以下）は、上記の期間において、14.5％から 11.8％へ減少、生産年齢人口

比率（15～64 歳）は、66.6％から 61.7％へ減少する見込みです。 
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６．都市づくりの目標 

 
以上の主要課題や将来像等を踏まえ、以下のように都市づくりの目標を設定します。 

目標の柱 めざす方向 留意すべき事項 

【目標①】 

 

豊かな自然が輝く環

境まちづくり 

生駒の 大の魅力である豊かで
多彩な自然的環境を、みんなで守
り、誇りある輝く資産として、未来に
継承していきます。 

また、まちなかの緑化推進、自然・
田園等の地域資源を活かした交流
環境の充実など、地域の活性化に
積極的に活かしていきます。 

・市民・事業者の啓発・インセンティブによる
市街地の緑化推進 

・地球温暖化・ヒートアイランド対策としての水
辺や緑の保全 

・緑の保全創出とネットワーク化による生態系
の保全 

・水辺や緑地のアメニティ向上 

・環境保全などの市民への啓発・参加の促進 

・協働のまちづくりのための人材育成 

【目標②】 

 

みんなが住み続けたく

なるブランドまちづくり 

生駒の特色である優良な住宅地と
しての住環境の維持・増進や、良好
な景観を守り高め更なるブランドイメ
ージの強化に役立てる取組みの強
化など、若者も含めて住み続けたく
なる、住みたくなるようなブランド力を
高めるまちづくりを進めます。 

また、学研都市の機能集積や優
れた交通条件を活かした産業機能
の強化を目指します。 

・優良住宅地としての生駒ブランドの継承・発
展 

・交流を生み出す生駒らしい歴史文化遺産や
産業などの地域資源の保全と活用 

・生駒山系の眺望確保や田園風景の継承と、
市街地の良好な景観の保全・創出 

・駅前などの都市拠点における個性ある景観
の創出 

・景観美化などの市民への啓発・参加の促進 

・協働のまちづくりのための人材育成 

・学研都市の機能集積による産業機能と雇用
環境の強化による職住近接の実現 

【目標③】 

 

誰もが移動しやすいコ

ンパクトなまちづくり 

中心拠点への都市機能集積強化
や、地域拠点への日常的な生活支
援機能の充実など、拠点駅の優れた
条件を活かした商業・交流等の機能
の集約化とコンパクトなまちづくりを
進めます。 

また、拠点等を連携する幹線道路
ネットワークの充実や、拠点駅周辺
整備と連携した公共交通を利用しや
すい環境づくりなど、誰もが移動しや
すい、交流等の各種活動がさかんな
まちづくりを進めます。 

・駅前などの都市拠点整備による公共交通の
利用促進 

・生駒駅周辺などの中心拠点への都市機能
の集積による利便性向上と活性化の促進 

・主要公共施設や都市拠点を結ぶ幹線ネット
ワークの充実 

・公共交通サービスの充実とバリアフリーの推
進 

【目標④】 

 

みんなが住み続けられ

る安全・安心なまちづ

くり 

快適な生活環境の向上、安全・安
心の確保、コミュニティ形成や交流
促進など、各地域で抱える課題に対
応して、既存の公共施設や地域資
源等を積極的に活用しつつ、みんな
で協働して考え、取組むようなまち
づくりを進めます。 

・地域との協働による減災・防犯、福祉・子育
て環境の充実の仕組みづくり 

・協働のまちづくりのための人材育成 

・高齢化・少子化を考慮した持続可能なコミュ
ニティの再生 

・安全・安心な地域づくりための公共施設や
空閑地の活用 

・生活道路、下水道など、地域課題に対応し
た生活環境の充実 

 



 

10 

７．将来の都市構造 

 
１） 都市構造の基本的な考え方 

都市づくりの目標を踏まえ、将来都市構造の基本的な考え方を、以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２） 将来の都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方針①】自然環境に囲まれた、緑

あふれる都市環境づくり 
 

都市構造の基本的な考え方 都市づくりの目標 

【目標①】 

豊かな自然が輝く環境まちづくり 

【目標②】 

みんなが住み続けたくなるブランドまちづくり 

【目標③】 

誰もが移動しやすいコンパクトなまちづくり 

【目標④】 

みんなが住み続けられる安全・安心なまちづ

くり 

【方針②】生駒の自然・歴史文化に

親しむ交流環境づくり 
 

【方針③】拠点が連携するコンパクト

な都市づくり 

 
【方針④】すべての人が移動しやすい

交通環境づくり 
 

【方針①】自然環境に囲まれた、緑あふれる都市環境づくり 

 

【市街地ゾーン】 

ゆとりある市街地環境を保全し、環境負荷に配慮した、緑あふれるコンパクトな都市形成を図りま

す。 

 

【緑地ゾーン】 

生駒市のシンボルである生駒山地や矢田丘陵などの緑地については、自然環境の保全を基本と

しつつ、市民のやすらぎ・うるおいの空間としての活用を図ります。 

 

【田園ゾーン】 

農地や既存集落などの田園地帯については、人の食を支える場所として、都市近郊型農業の振

興を図るとともに、ゆとりとうるおいを醸し出す貴重な緑地空間として保全・創出を図ります。 

 

【方針②】生駒の自然・歴史文化に親しむ交流環境づくり 

 

【緑水軸】 

地形的には、周囲を緑豊かな山地・丘陵に囲まれ、その間を流れる富雄川と竜田川の二つの水

系が南北方向の軸となる都市構造になっているため、自然環境を活用した、うるおいのある緑水軸

を形成するとともに、緑水軸と公園緑地拠点・歴史文化拠点等を連携する、快適な歩行者ネットワー

クの充実を図ります。 

 

【公園緑地拠点・歴史文化拠点】 

市内に点在する主な公園緑地や歴史文化資源は、市内外の観光・交流人口の増大を図る拠点

として、魅力ある環境形成を図ります。 
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【方針③】拠点が連携するコンパクトな都市づくり 

 

【都市拠点・中心拠点】 

本市の玄関口である近鉄生駒駅周辺地域を中心拠点としつつ、隣接する東生駒駅周辺地域と

連携した都市拠点を形成し、生駒駅前北口再開発事業等によって様々な都市機能の集積を図りま

す。 

 

【地域拠点】 

生駒市は南北に長い都市であることを考慮し、主要駅周辺地区は、鉄道利用利便性を活かしつ

つ、住民の利便性を高めるため、各駅周辺における地域・地区の生活サービス・交流・居住等機能

の充実と、駅周辺の歩きたくなるまちづくりを図ります。 

特に、学研奈良登美ヶ丘、学研北生駒の各駅は、都市拠点を補完する商業・交流等の機能強化

を図ります。 

 

【産業・学術研究拠点】 

既存の学研都市および北原工業団地を中心に、学術・研究・業務機能等の集積を図るとともに、

学研高山地区第２工区については、地域の状況や社会経済環境、関係者の意向等を踏まえて、

「自然環境との共生」を軸とした適切な土地利用の配置・誘導に努めます。 

 

【方針④】すべての人が移動しやすい交通環境づくり 

 

【鉄道軸・幹線道路軸】 

道路整備等により南北方向のネットワークの強化を図るとともに、鉄道利用の利便性を活かした拠

点（中心拠点・地域拠点）を中心とする公共交通を利用しやすい環境づくりを進め、都市活動の促

進を図ります。 

 

【交通結節点（鉄道駅）】 

鉄道駅を中心に公共交通を利用しやすい環境づくりを進めるとともに、各駅の機能に応じ、身近

な交流活動が行われるような環境づくりを進めます。 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来の都市構造図 
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１） めざすべき土地利用の基本的な考え方 

第第２２章章．．全全体体構構想想  
 

１．土地利用の方針 

 

 

 
 

【土地利用に関する課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まちの魅力を支える環境資産を守ることの必要性 

・減少する市街地内および周辺の自然・田園環境の保全強化 

●人口減少社会の到来を踏まえた効率的効果的な都市運営の必要性 

・コンパクトなまちづくりに向けた、都市機能や市街地の拡散の抑制 

・良質な住宅地ブランドを支える大規模住宅団地等の荒廃化の抑制 

（空地・空家の増大や、敷地細分化等に伴う環境悪化の懸念） 

・新規開発重視から既存市街地の環境の質の維持・向上重視へ 

●交通利便性・拠点性や都市機能集積を活かした、拠点的賑わい機能の強化 

・拠点駅周辺における賑わい機能の強化 

・拠点駅周辺における、まちなか居住や歩いて暮らせる生活圏の形成 

●交通利便性や都市機能集積を活かした、産業機能の強化 

・既存産業拠点周辺における産業機能の強化 

●安全・安心な土地利用確保の必要性 

・自然的環境の保全強化による災害抑制（保水力強化、避難空間確保、延焼防止等） 

【方針①】豊かな自然・田園環境に囲まれた生駒

らしい土地利用の推進 
 

めざすべき土地利用の 

基本的な考え方 

都市づくりの目標 

【目標①】 

豊かな自然が輝く環境まちづ

くり 

 

【目標②】 

みんなが住み続けたくなるブ

ランドまちづくり 

 

【目標③】 

誰もが移動しやすいコンパクト

なまちづくり 

 

【目標④】 

みんなが住み続けられる安

全・安心なまちづくり 

【方針②】既存市街地の良質な住環境の維持・

向上を図る土地利用の推進 
 

【方針③】まちの賑わいを高める拠点集約・連携

型の土地利用の推進 
 

【方針④】交通利便性や都市機能集積を活かし

産業振興を先導する土地利用の推進 
 

【方針⑤】減災に資する安全・安心な土地利用の

推進 
 

【方針⑥】地域住民主体の土地利用の推進 
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■ めざすべき土地利用の基本的な考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各地域の土地利用については、地域の特性や住民ニーズを踏まえ、適切かつきめ細かな土地

利用の規制・誘導を進めていくことが重要であることから、地区計画制度等の活用促進を図

り、地域住民主体のルールづくりと規制・誘導を積極的に図っていきます。 

 

 

・市街地内および周辺に広がる山林や田園は、防災機能も果たしていることから、その保全を

図るとともに、防災上問題があり都市的利用に適さない地区については、その利用の規制・

誘導を検討していきます。 

 

 

・まちの産業振興と雇用増進を図るため、学研都市や北田原工業団地等の産業機能集積を活か

し、周辺の自然環境等との良好な共存に留意しつつ、本市の産業振興を先導する産業機能の

誘致促進を図っていきます。 

 

 

・公共交通の利便性や都市機能集積を活かした、まちの賑わい強化を図るため、主要駅周辺に

位置付けられる都市拠点や地域拠点において、各地域の特性や役割に応じた、商業・サービ

ス・交流等の都市機能の集約化や、魅力あるまちなか居住の充実等を図り、連携しながら、

南北に広い市域の活力の維持・強化を図っていきます。 

 

 

・人口減少社会の到来を踏まえつつ住宅都市としてのブランドの持続・発展をめざし、市街地

の外延化を抑制するとともに、既存市街地における良好な住環境の維持・向上や、良好な街

並みの形成に向けた土地利用規制を行っていきます。 

 

 

・市街地を取り巻く豊かな自然・田園環境は、生駒市の暮らし環境の 大の魅力であるととも

に、低炭素な地球環境にやさしいまちづくりに資するなど、重要かつ多面的な役割を果たし

ており、市街地内および周辺で減少する自然・田園環境を、市民とともに積極的に保全する

とともに、交流・レクリエーションの場としての利用促進を図るなど、本市の魅力を一層高

めていきます。 

   豊かな自然・田園環境に囲まれた生駒らしい土地利用の推進 方針１ 

   既存市街地の良質な住環境の維持・向上を図る土地利用の推進 方針２ 

   まちの賑わいを高める拠点集約・連携型の土地利用の推進 方針３ 

   交通利便性や都市機能集積を活かし産業振興を先導する土地利用の推進 方針４ 

   減災に資する安全・安心な土地利用の推進 方針５ 

   地域住民主体の土地利用の推進 方針６ 
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２） 土地利用の方針  

 
■ 自然的土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 都市的土地利用 

●住宅地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすらぎ山林・緑地 

市街地を取り巻く山林等緑地は、本市のみどり豊かなまちのイメージを支える、良好な都市環

境・景観の骨格を形成するとともに、保水機能を有し災害抑制の観点からも重要な資源であり、

積極的に保全していきます。 

また、矢田丘陵遊歩道など既存のハイキングルートを活用し、身近に自然に親しめるレクリエ

ーションの場としての活用促進を図ります。 
 

のどかな田園集落地 

市街地周辺に広がる農地は、都市近郊型農業に資するとともに、のどかな田園風景を提供す

る本市の貴重な風物詩であり、災害抑制の面からも重要な緑地を形成しており、地産地消など

の営農活動等の支援を図り、農地の保全や遊休農地の活用促進を図ります。 

また、良好な田園環境・景観との調和に留意し、周辺集落地における居住環境の維持・向上

に向け、適切に誘導していきます。 

また、遊休農地の活用や市民農園等を活かし、地域特性に応じた交流環境の充実と、体験

環境の交流の機会拡充を図ります。 
 

ゆとり戸建て住宅地 

大規模住宅団地を中心に広がる低層低密度な住宅地は、地域の特性に応じたきめ細かなル

ールを地区計画等を活用して定めることにより、里山・生産緑地等の緑地保全や、緑あふれる

魅力ある街並み、ゆとりある居住環境の確保、身近な買物や生活利便施設等の充実など、良好

な環境を有した戸建て専用住宅地として一層の魅力の維持・向上を図ります。 

また、比較的古くから形成されてきた地区については、空地・空家を活かした若者居住、高齢

者の住み続けやすい環境づくりのため建物の耐震化と、建替え等に伴い道路基盤などの充実

を進め、地域活力の維持・向上を図り、快適で安全な住環境の整備を図ります。 
 

生活利便型住宅地 

既存の住宅市街地や、幹線道路沿道など商業系施設等が複合的に立地するような複合市

街地は、良好な住宅地としての環境の維持・向上を基本とし、身近な商業・サービス施設等が立

地する利便性の高い複合的な市街地として、良好な共存を図っていきます。 

各地域の特性・課題に応じて、細かなルールを地区計画等を活用して定めることにより、里

山・生産緑地等の緑地保全や、地域の緑化推進、街並みの向上・統一化、建物の耐震化、建

替え等に伴う道路基盤等の充実など、住環境の向上を図ります。 
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●商業地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●工業地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賑わい商業地 

都市拠点や地域拠点など、公共交通を含めた交通利便性が高く、商業・サービス・交流等の

都市機能の集積がみられ、また期待される地区は、多様で魅力ある都市機能の集積と、まちな

か居住の推進、および地区計画や景観法等を活用し、魅力あるまちなみの形成や、歩きたくな

る環境の充実を図ります。 

都市拠点については、土地の高度利用と有効利用を進め、広域的な都市機能の充実と、交

流と賑わいあふれる質の高い都市空間の形成を図ります。 
 

工業・研究業務地 

既に工業・研究業務地を形成している北田原地区周辺、および学研高山地区は、住宅都市

という本市の特性の中で、一層の活力を生みだすため、環境の悪化をもたらす恐れのない産業

の振興と学術・研究施設等の立地を図ります。 

学研高山地区では、学研地区の一層の拠点機能の強化に向けて、周辺の自然環境や住宅

地などとの調和に留意しつつ、関係機関との連携のもと、学術機能等の土地利用の誘導・検討

を図ります。 

北田原地区では、都市基盤施設の整備や周辺の住宅地などと調和のとれた土地利用を図る

とともに、学研都市を支援する研究型産業などの立地に努めます。 
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土地利用の方針図 
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１） 目標実現に向けてのまちづくり方針の柱 

２．目標実現に向けてのまちづくり方針 

 

 

 

 

 

 
【目標に係る課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１. 「豊かな自然が輝く環境まちづくり」の方針 

 

●市街地内及び周辺部の面的な緑の減少、里山・農地の減少 

・里山の保全と利活用の推進 

・農地の保全と利活用の推進 

・地域の貴重な生態系の保全への貢献 

●市街地の身近な緑の拡充による、ブランドイメージの強化 

・市街地内の公共施設・民有地における緑化の推進 

・集客拠点ゾーンにおける、魅せる個性的な緑環境の創造 

・市街地の河川のうるおいある環境の再生・強化 

●自然・田園・歴史を活かした体験・学習・交流環境の強化 

・山林などの「豊かな自然」の保全・活用 

・歴史文化資源の保全・活用 

・田園資源の保全・活用 

●各種の課題・ニーズを踏まえた、適切な協働の仕組みづくり 

・協働のまちづくりの活性化 

（人材の育成、市民へのまちづくりに関する情報提供、地域におけるまちづ

くり活動に対する支援） 

【方針①】みどりを守り育てる 
 

目標実現に向けての 

まちづくり方針の柱 

都市づくりの目標における 

留意すべき事項 

・市民・事業者の啓発・インセンティブによる市街地の

緑化推進 

・地球温暖化・ヒートアイランド対策としての水辺や緑

の保全 

・緑の保全創出とネットワーク化による生態系の保全 

・水辺や緑地のアメニティ向上 

・環境保全などの市民への啓発・参加の促進 

・協働のまちづくりのための人材育成 

【方針③】まちなかのみどりを 

増やし楽しむ 
 

【方針②】みどりを活かす 
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２） 目標実現に向けてのまちづくり方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   みどりを守り育てる 

  ～ 生駒の魅力・財産である良好な山林・里山・田園をみんなで守り育てよう ～ 

方針
１ 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民等の取組みへの支援 

◆良好な田園環境の保全 

・のどかな田園環境を形成し
ている、農地の保全を図る
ため、借地農地事業等の活
用を促進します。 

・市街地内の良好な農地につ
いて、生産緑地の新たな指
定拡大を検討し、身近な農
地の保全を進めます。 

・新たな農地保全に係る仕組
みの充実について検討を
進めます。 

 
◆良好な自然的環境の保全 

・景観法に基づき景観計画や
景観条例の策定を図るとと
もに、市民と共に取り組む
景観形成の基本計画を策
定し、良好な自然的環境・
景観の保全に向けて適切
な運用を図ります。 

 
◆良好な自然的環境の情報発

信 

・自然・田園環境に対する保
全意識の高揚と市民参加を
促進するため、自然環境等
調査を実施します。 

・市民ニーズを踏まえつつ、
広報や各種生涯学習の機
会拡充等により、様々な情
報提供を行います。 

 
◆防災に資する自然的環境の

保全 

・災害の抑制を図るため、災
害の危険性のある自然地等
の保全を図ります。 

 
◆農政連携による鳥獣被害の

対策 

・農地の保全と産業振興を図
るため、鳥獣被害を抑制す
る取組みについて、農政部
局等と連携しつつ、検討と
対策を推進していきます。 

 

◆山林・里山を守る取組み 

・里山の自然を維持・保全
するため市民等が行う、草
刈りや間伐等の取組みに
ついて、支援します。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・高齢化と担い手不足によ
り、遊休農地化しないよう
な保全についての市民の
取組みを支援します。 

・農地の保全につながる営
農意欲高揚のための地産
地消等の市民の取組みを
支援します。 
 

◆環境の保全・美化を図る取
組み 

・地域で行う環境の保全・美
化を図る新たな取組みを
支援します 

 

◆情報発信の取組み 

・環境の保全・美化の重要
性について、広く市民の
意識啓発や学習に資する
交流イベントや各種情報
発信の取組みについて、
支援します。 
 

◆人材育成の取組み 

・環境の保全や美化に係る
リーダーや人材育成につ
いて、いこま塾等の学習
機会の拡充や、関連団体
等の交流・連携の促進を
支援していきます。 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆山林・里山を守る取組み 

・市街地内の身近な里山・
緑地の維持・保全・活用を
図 る た め 、 市 民 の 森 制
度、樹林バンク制度を促
進します。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・農地の保全活用につなが
る遊休農地活用事業や借
地農地事業及び市民農
園事業を促進します。 

 

◆環境の保全・美化を図る取
組み 

・地域で行う清掃活動や美
化活動、ゴミの不法投棄
のパトロール等の取組み
を促進します。 

 

◆希少な生態系の保全 

・希少な固有種の保全を図
ります。 

 

◆幹線道路沿道の土地利用 

・幹線道路沿道の土地利用
については、周辺の自然
景観と調和するよう指導、
誘導、協議をします。 
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   みどりを活かす 

  ～ 水辺・田園等の多彩なみどりを身近な暮らし環境の豊かさに活かそう ～ 

方針
２ 

◆田園環境に親しむ制度等の
活用促進 

・身近な農地に親しむ環境・
機会の充実と、遊休農地
等の活用促進を 図るた
め、借地農地事業、遊休
農地活用事業を活用し支
援を図ります。 
 

◆自然等を楽しむ取組み 

・市民が自主的に自然（山
林・里山、水辺）・田園等
の地域資源を楽しむ場、
モデルルート、楽しみ方
等を企画・提案・情報発
信する取組みについて、
支援を行います。 

・市民が自主的に企画・開
催する、自然体験等の交
流イベントの取組みにつ
いて、支援を行います。 
 

◆水辺を活かした市民の自主

的な取組み 

・市民が責任を持って水辺
に親しむ河川景観の形成
のための管理等のアダプ
ト制度について検討しま
す。 
 

◆人材育成の取組み 

・自然的環境を活かすリー
ダーや人材育成につい
て、いこま塾等の学習機
会の拡充や、関連団体等
の交流・連携の促進を支
援していきます。 
 

 

◆多彩な自然等に親しむ交流・レ
クリエーション環境・機会の充実 

・里山・緑地の保全の意義や効
用を学び、自然と共生する心
が育まれるような環境学習や
保全の取組みに係るカリキュ
ラムの充実を図ります。 

・矢田丘陵遊歩道や生駒山の
ハイキングコース、くろんど池
などの自然に親しむ地域資源
について、適切な維持管理に
努めます。 

・既存の地域資源について、よ
り広域的な交流促進も含め
て、自然体験・環境学習・地
域学習など多様な体験交流イ
ベントの一層の促進と PRの強
化を図り、交流人口の増大を
図ります。 
 

◆うるおいある水辺環境の保
全・形成 

・奈良県が整備を進めている富
雄川・竜田川について、多様
な生物が生息できる多自然型
川づくりの整備を働きかけると
ともに、生物の生息域として環
境保全に努めます。 

・奈良県が整備を進めている竜
田川の整備に併せて、河川堤
防等を利用した遊歩道や親
水公園の整備を働きかけま
す。 

・良好な水辺環境の育成に向
けては、生活排水対策や、水
量確保、浄化対策など、適切
な方向を検討していきます。 

・河川景観の保全と市民の憩い
の場としての魅力の向上を図
ります。 

 
◆回遊環境の充実 

・既存の観光交流ルートを活用
しつつ、自然・田園・歴史文化
等の地域資源や、主要な公
共施設、拠点駅等が連携する
ような、モデル散策・回遊コー
スや案内サイン等の充実を図
ります。 

 
 
 

◆里山環境に親しむ制度等の
活用促進 

・身近な里山に親しむ環境・
機会の充実を図るため、
市民の森制度、樹林バン
ク制度等を推進し、協働
による整備・保全を行いま
す。 

・身近な農地に親しむ環境・
機会の充実と、レクリエー
ションのため、市民農園を
促進します。 

 
◆回遊環境の充実 

・公共交通の利便性を活か
した観光交流活動の活性
化をめざし、生駒ケーブ
ルや鉄道駅、バスルートと
連携した観光交流ルート
や体験・学習等のイベント
企 画 等 の 拡 充 を 図 り ま
す。 

 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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   まちなかのみどりを増やし楽しむ 

  ～ 花と緑あふれるまちづくりで、個性やコミュニティを育てよう ～ 

方針
３ 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・開発等における緑化基準
を適切に運用するととも
に、地区計画制度や景観
法等を活用し、緑地の確
保 や 緑 化 推 進 を 図 り ま
す。 
 

◆公共施設や拠点地区にお
ける緑化推進 

・公共施設等の公共用地や
幹線道路の緑化推進を図
るとともに、緑の環境に配
慮した公共事業の推進を
図ります。 

・都市拠点や地域拠点等の
拠点地区において、民間
開発と連携し、良好な景
観形成に資する公共空間
の緑化に努めます。 
 

◆既存公園の適正な公園管
理 

・子どもや高齢者等が安心
して利用できるよう、既存
公園等について、施設の
バリアフリー化や老朽化し
た公園設備を住民ニーズ
により計画的に更新し、住
民とともに適正な公園管
理を推進します。 
 

◆身近な公園環境の充実 

・緑の基本計画を基本とし、
地域住民ニーズを踏まえ
ながら、借地公園の適用
検討や、環境・景観・レクリ
エーション機能向上等、
身近な公園の充実を図り
ます。 

・既存の公園の防災機能の
あり方について、検討して
いきます。 
 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・生垣助成制度や花と緑の
わがまちづくり助成制度等
の活用促進を図るととも
に、花と緑の景観まちづく
りコンテスト等による優良
緑化事例の顕彰など、花
と緑あふれる暮らし環境が
身近に増えていくような取
組みを支援していきます。 

・地域住民による創意工夫
ある個性的な緑化の取組
みを拡充するため、支援
の充実について検討して
いきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民
の自主的な取組み 
・市民が責任をもって公園

等の公共用地の緑化推進
や保全を図るアダプト制
度について検討します。 
 

◆既存公園等の利活用促進 
・既存公園やスポ ーツ施

設、学校、散策路等を活
かししつつ、幅広い市民
が親しめるスポーツ・健康
運動の交流イベントの充
実など、まちぐるみで運動
したくなるような健康増進
の取組みを支援していき
ます。 
 

◆人材育成の取組み 
・まちなかの緑化に資するリ

ーダーや人材育成につい
て、いこま塾等の学習機
会の拡充や、関連団体等
の交流・連携の促進を支
援していきます。 

 
◆歩行空間の確保 

・歩いて楽しい歩行空間の
確保に向け、“花と緑の景
観まちづくり”など、地域に
おいてそれぞれ特色ある
取組みを進めます。 

 

◆拠点地区や主要幹線道路に
おける良質な緑化推進 

・都市拠点や地域拠点等の
拠点地区や主要な幹線道
路において、市街地開発
事業や地区計画制度、景
観法等の活用を図り、ゆと
りあるパブリックスペースの
確保や質の高い景観形成
を誘導していきます。 

・各拠点の地域特性や周辺
資源特性を十分に踏まえ
つつ、個性的な緑化や水
辺空間の活用、歴史文化
的なモ チ ーフ の導入な
ど、各拠点が個性を競うよ
うな魅力ある整備を誘導し
ていきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民
の自主的な取組み 

・親しまれる地域の公園整
備を目的に、市民が自主
的に公園のリニューアル
や管理を行うコミュニティ
パーク事業の促進を図り
ます。 

・市民が責任をもって公共
用地の緑化推進や保全を
図る体制づくりを検討しま
す。 

・緑の市民委員会や花好
き・自然好き市民交流サロ
ンなど、地域住民と行政
がともに公園の管理・利用
について話し合える場・機
会の拡充と支援を図りま
す。 

 
◆ポケットパークの整備 

・歩いて楽しい歩行空間と
するため、地域と連携し道
路残地などをポケットパー
クに整備します。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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水と緑のまちづくりの方針図 
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１） 目標実現に向けてのまちづくり方針の柱 

 

 

 

 

 

 
【目標に係る課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２－２. 「みんなが住み続けたくなるブランドまちづくり」の方針 

 

●優良住宅地としての一層のブランド強化 

（高級住宅地としての維持・保全） 

（空地・空家の増大や、敷地細分化等に伴う環境悪化の抑制） 

（住み替え促進による活力維持や多様な住宅地の提供） 

（緑化や景観を活かした生駒らしい良好な住宅地の保全・創出） 

（まちの魅力を支える自然・田園景観の保全強化） 

●まちの賑わい強化とブランドイメージ強化につながる観光交流の振興等 

（生駒らしい景観を活かしたＰＲ強化と観光交流人口の拡大） 

（拠点駅、主要幹線道路等の主要景観軸の景観保全と魅力向上） 

●学術研究・産業機能の強化 

（既存産業拠点の集積を活かした産業機能の強化） 

●各種の課題・ニーズを踏まえた、適切な協働の仕組みづくり 

・協働のまちづくりの活性化 

（人材の育成、市民へのまちづくりに関する情報提供、地域におけるまちづ

くり活動に対する支援） 

 

【方針①】景観を守り魅せる 
 

目標実現に向けての 

まちづくり方針の柱 

都市づくりの目標における 

留意すべき事項 

・優良住宅地としての生駒ブランドの継承・発展 

・交流を生み出す生駒らしい歴史文化遺産や産業な

どの地域資源の保全と活用 

・生駒山系の眺望確保や田園風景の継承と、市街地

の良好な景観の保全・創出 

・駅前などの都市拠点における個性ある景観の創出 

・景観美化などの市民への啓発・参加の促進 

・協働のまちづくりのための人材育成 

・学研都市の機能集積による産業機能と雇用環境の

強化による職住近接の実現 

【方針③】産業機能を強化する 
 

【方針②】良質な住環境を守り

強化する 
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２） 目標実現に向けてのまちづくり方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   景観を守り魅せる 

  ～ 豊かな緑に囲まれた生駒らしい景観をまちのブランドに高めよう ～ 

方針
１ 

◆景観法に基づく景観計画
や景観条例の策定と適切
な運用 

・本市の景観的な特性を踏
まえ、景観形成の基本目
標である「自然と都市が調
和した景観まちづくり」の
実現を 目指し た景観計
画・景観条例の策定や、
その適切な運用を推進し
ます。 

・道路、河川、公園など、良
好な景観形成にとって重
要な要素となる公共施設
については、関係機関等
との連携のもと、周辺景観
との調和や良好な景観形
成に十分配慮した景観と
していきます。 

 
◆良好な景観形成のための

行為の制限 

・景観上重要な位置づけが
なされる地区（広域幹線
沿道地区や生駒駅前北
口再開発地区）について
は、景観形成地区として
位置づけ、きめ細かな景
観規制と質の高い景観形
成を図っていきます。 

 

◆屋外広告物の規制 

・良好な景観の形成に向け
て重要な要素となる屋外
広告物について、県の条
例に基づき、県をはじめ、
関係市町と連携しながら
適切に運用します。 

 

◆生駒の良好な景観を学ぶ
取組み 

・生駒の良好な景観資源や
問題点、景観法や景観計
画等に関心をもち、学習し
たり、様々な交流を行う機
会の充実・支援を図るとと
もに、広報紙等による情報
発信を図ります。 
 

◆既存制度等を活かした良
好な景観形成 

・生垣助成制度、花と緑の
わがまちづくり助成制度、
景観形成地区指定等の
活用促進を図るとともに、
花と緑の景観まちづくりコ
ンテスト等による優良事例
の顕彰など、良好な景観
形成の取組みの支援を図
ります。 
 

◆景観を積極的に楽しむ取
組み 

・市民が自主的に景観を楽
しむ場、モデルルート、楽
しみ方等を企画・提案・情
報発信する取組みや、自
然等の景観体験等の交流
イベントを企画・開催する
取組みについて、支援を
図ります。 

 

◆人材育成の取組み 

・景観形成に資するリーダ
ーや人材育成について、
いこま塾等の学習機会の
拡充や、関連団体等の交
流・連携の促進を支援し
ていきます。 

 
 

 

◆良好な景観形成のための
行為の制限 

・一定規模以上の建築物な
どの建設や開発行為を行う
場合は、魅せる景観、見ら
れる景観の考えに基づき、
周辺と調和した良好な景観
形成に向けて、規制・誘導
を図っていきます。 

・自然、田園、市街地の良好
な景観形成を図るため、景
観形成に関する区域区分
（市街地景観区域、田園景
観区域、自然景観区域）に
基づき、各区域の景観形成
の基準との適合を図りつ
つ、良好な景観の形成に協
働で取組んでいきます。 

・景観形成地区は、今後、市
民との協働のもと、景観に
十分配慮すべき地区（景観
配慮地区）の検討を図りな
がら、必要に応じた追加指
定を促進していきます。 

 

◆屋外広告物の適正な掲出 

・地域における良好な景観
の形成に向けて、道路な
どに掲出された違反広告
物の除却作業を促進しま
す。 
 

◆良好な景観形成に向けて
の継続的な協働の取組み 

・景観法に基づく景観計画
の運用（具体的なルール
づくり）や、協働に基づく、
より一層良好な景観づくり
に取組むための景観基本
計画の策定に向けて、継
続的な市民との対話の機
会づくりを図っていきま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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都市景観形成の方針図 
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   良質な住環境を守り強化する 

～ ゆとり・うるおい・利便性に優れた、良質な住環境を守り育てよう ～ 

方針
２ 

◆良好な地域づくりへの取
組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地域住民が
学んだり話し合ったりする
自治会等の活動につい
て、情報発信や相談など
支援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な住環境の維持や一
層の魅力向上に向けて、
地区計画制度や景観法
等の既存制度等の活用促
進をめざし、各種情報の
提供や相談、専門家派
遣、人材交流など、地域
住民の一体となった取組
みや人材育成を支援しま
す。 
 

◆生駒の良好な住宅地ブラ
ンドの発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地とし
ての魅力やブランドイメー
ジについて、情報の共有
化や発信、人材交流、考
える場づくり等の取組みを
支援します。 
 

◆地域のうるおいづくりの
促進 

・生垣緑化やガーデニング
活動等、住民による宅地
内の緑化に対する支援を
します。 
 

◆住民によるまちの運営・維
持管理 

・住民主体のまちづくり活動
の活性化につながる活動
の支援を検討します。 

 

◆拠点整備と連動した利便
性の高い住宅地の誘導 

・都市拠点等の主要な鉄道
駅周辺地区などでは、民
間開発と連携し、都市基
盤の整備や高質な環境形
成に向けて、面的な整備
手法や地区計画制度等
の既存補助制度の活用促
進を図りつつ、土地の有
効・高度利用を図り、必要
に応じた規制の緩和を検
討していきます。 
 

◆良質な低層住宅地としての
ブランドイメージの維持・増
進 

・大規模な住宅開発などに
より既に良好な居住環境
が整備された地区や、古く
からの大規模住宅団地で
荒廃化が懸念される地区
では、地区計画制度や景
観法等の既存制度等の活
用促進を図り、良質な居
住環境の維持・向上を図
ります。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又
は推進するため、地区計
画制度の活用を 進めま
す。 

 

◆開発事業の透明化 

・法令と市民ニーズに即し
たまちづくりを進めるため
の手法を検討します。 

 

◆拠点整備と連動した利便
性の高い中高層住宅の誘
導 

・都市拠点等の主要な鉄道
駅周辺地区などでは、土
地の有効・高度利用を行
い、面的な整備手法や地
区計画制度を活用し、商
業・文化・交流等の賑わい
機能や、ゆとりある移動空
間、質の高いオープンス
ペースや景観を有した、
地域特性を活かした利便
性の高い中高層住宅地の
誘導を図ります。 

 
◆都市拠点等における高齢社

会に備えた住宅の誘導 

・都市拠点や地域拠点な
ど、生活支援サービス機
能の集積があり、公共交
通の利便性が高い駅周辺
の市街地において、空地・
空家等を活かした魅力あ
る高齢者向け住宅や、医
療・介護機能付帯型の住
宅、高齢者専用賃貸住宅
等の立地誘導を図ったり、
郊外との住み替え支援を
図るなど、高齢者のまちな
か居住の促進を検討して
いきます。 

 
◆良質な低層住宅地としての

ブランドイメージの維持・増
進 

・大規模な住宅開発などに
より既に良好な居住環境
が整備された地区では、
地区計画制度や景観法
等を活用して、住宅地とし
ての用途純化、敷地の細
分化の防止、地域の魅力
を高める緑化推進、良質
な景観誘導など、地域の
特性に応じた市民主体の
ルールづくりと、豊かで持
続性のある居住環境の育
成を図ります。 

 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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  ◆古くからの大規模住宅団
地のエリアマネジメント
取組み 

・古くからの大規模住宅団
地や既成市街地におい
て、高齢化や団地の老朽
化に伴う環境の悪化の抑
制や、団地内コミュニティ
や自治活動等の活性化が
図れるよう、空地・空家の
アメニティ・交流空間とし
ての利活用促進や、公共
施設の維持・管理、日常
生活ｻｰﾋﾞｽの充実、住み
替えや２世帯居住等への
支援を図るなど、地域住
民が主体的に取組むエリ
アマネジメントの活動につ
いて支援と誘導を図りま
す。 

 
◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の
利用や住替え支援等に係
る情報について、民間等
との連携を図りつつ、提供
促進を図ります。 

 

◆環境に配慮した住まいづ
くりの誘導 

・地球環境問題は大きな課
題であるとともに、豊かな
自然に囲まれた本市は、
環境共生と大きな関わりを
もつまちでもあることから、
住宅の省エネルギー化や
太陽光発電システムの導
入促進など、環境にやさし
い住宅施策を一層推進・
誘導します。 

 

◆公共交通サービスの維
持・充実の検討 

・公共交通サービスの空白
地域等において、公共交
通サービスの利用促進
と、高齢者も含めて車非
利用者が移動しやすい環
境づくりをめざし、費用対
効果に十分留意しつつ、
デマンドバスや乗合タクシ
ーなど、地域住民等とバ
ス・タクシー事業者が連携
した日常的な移動の確保
方策について、検討を進
めます。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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   産業機能を強化する 

～ 活力あふれる産業・学術・研究機能を強化し、定住魅力を高めよう ～ 

方針
３ 

◆周辺環境と調和した産業・学
術拠点機能の導入と利活用 

・学研高山地区における交
流施設の利用促進や、学
研都市関係者と市民等が
様々な交流が図れるよう
な機会の充実検討や情報
発 信 等 の 支 援 を 図 り ま
す。 

 

◆周辺環境と調和した産業・
学術拠点機能の立地誘導 

・学研高山地区では、学研
地区の一層の拠点機能の
強化に向けて、周辺の自
然環境や住宅地などとの
調和に留意しつつ、関係
機関との連携のもと、学術
機能等の土地利用の検
討・調整と誘導を図りま
す。 

・北田原地区では、周辺の
住宅地などと調和のとれ
た土地利用を図るととも
に、適切な関連都市基盤
（道路・下水道等）の整
備、税制面の優遇措置な
どを行います。 

・企業立地促進に向け、公
共交通（バス）の利便性を
高めます。 

・企業の移転情報を把握
し、立地要望が出た際に
紹介できる仕組みづくりを
推進します。 

 
 

◆周辺環境と調和した産業
機能の立地誘導 

・北田原地区等での企業の
立地促進に向けて、優れ
た立地性や支援制度等の
各種情報を積極的に発信
するとともに、周辺地域コ
ミュニティと協働できる機
会の検討を行います。 
 

◆生産環境を保全する土地
利用の誘導 

・原則として工業研究業務
地について、住宅建設を
制限します。 

・工業研究業務地において
住宅地開発を進める際に
は、近接する工場等の活
動と市民生活が共存でき
るよう、区域内に空地を設
けるなど、周辺環境に配
慮した指導に努めます。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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１） 目標実現に向けてのまちづくり方針の柱 

 

 

 

 

 

 
【目標に係る課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３. 「誰もが移動しやすいコンパクトなまちづくり」の方針 

 

●都市拠点の広域的な賑わい機能の強化と連携強化 

・生駒駅周辺の賑わい機能の強化 

・東生駒駅周辺と生駒駅の機能連携をめざした拠点機能の形成 

●地域拠点におけるサービス支援機能の強化 

・北生駒駅周辺の魅力ある玄関口・拠点としての機能の強化 

・白庭台駅・登美ケ丘駅周辺の拠点環境の維持・向上 

・南生駒駅周辺の拠点環境の向上 

●その他公共交通の利活用促進に向けた環境の充実 

・駅の利活用促進に向けた環境整備 

・公共交通サービス空白地域における公共交通サービスの支援 

 

【方針①】都市拠点を強化する 
 

目標実現に向けての 

まちづくり方針の柱 

都市づくりの目標における 

留意すべき事項 

・駅前などの都市拠点整備による公共交通の利用促

進 

・生駒駅周辺などの中心拠点への都市機能の集積

による利便性向上と活性化の促進 

・主要公共施設や都市拠点を結ぶ幹線ネットワーク

の充実 

・公共交通サービスの充実とバリアフリーの推進 【方針③】交通環境を充実する 
 

【方針②】地域拠点を強化する 
 



 

30 

２） 目標実現に向けてのまちづくり方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   都市拠点を強化する 

  ～ 広域的な賑わいと風格のある、魅力あふれる中心部に発展させよう ～ 

方針
１ 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民等の取組みへの支援 

◆都市拠点を支える都市基
盤の整備・充実 

・拠点へのアクセスを向上さ
せるため、周辺地域の道
路網や駅前広場、駐車・
駐輪施設などの公共施設
を整備し、交通ターミナル
としての機能の充実を図り
ます。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又
は推進するため、地区計
画制度の活用を 進めま
す。 

 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に
資する交流イベントや場
所の提供等の各種情報発
信の取組みについて、支
援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地
区内の施設・空間等を利
用して、交流イベントを企
画・開催したり、楽しみ方
等を企画・提案・情報発信
する取組みについて、支
援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な環境の維持や一層
の魅力向上に向けて、地
区計画制度や景観法等
の既存制度等の活用促進
をめざし、各種情報の提
供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民
の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆面的整備の推進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと
集い、楽しみ、交流するこ
とができる拠点とするた
め、面的整備などにより計
画的な土地利用を推進
し、商業・業務、文化・生
涯学習・交流、アミューズ
メント・創造などの機能を
備えた、活気と賑わいある
拠点形成を進めます。 

・近鉄生駒駅周辺において
は、北口再開発事業の推
進を図り、本市のメインの
玄関口・顔にふさわしい賑
わいある機能の集積強化
と、質の高い景観形成を
図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺におい
ては、医療機関を中心とし
た、各種関連サービス機
能等の集積強化を図り、
特色ある拠点形成を図り、
生駒駅周辺拠点と連携し
た集客性の高い広域拠点
の形成を図ります。 
 

◆高質で回遊魅力あふれる
空間形成の取組み 

・ゆとりあるパブリックスペー
スの確保と、質の高い景
観形成の取組みを誘導・
促進し、ハイアメニティな
空間形成を図り、集客性と
滞留性の高い拠点の魅力
を積極的に発信していき
ます。 

・ゆとりある歩行空間の確保
や、バリアフリー化、建築
物や屋外のパブリックスペ
ースと連携した回遊性の
高い空間づくりなど、誰も
が安心して楽しく過ごせ、
歩き回遊したくなるような
拠点形成を誘導します。 

 

◆商店街の活性化 

・拠点周辺の商店街につい
て、店舗や販売促進イベ
ント、回遊環境等の魅力
強化を図ります。 

 

（注） 

都市拠点とは、本市の

中心部および顔・玄関

口としての役割を果たす

拠点地区であり、生駒駅

および東生駒駅周辺が

位置づけられ、連携した

集客性の高い拠点形成

を図ります。 
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   地域拠点を強化する 

  ～ 地域の顔となり身近な生活や交流を支援する拠点機能を育くもう ～ 

方針
２ 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に
資する交流イベントや場
所の提供等の各種情報発
信の取組みについて、支
援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地
区内の施設・空間等を利
用して、交流イベントを企
画・開催したり、楽しみ方
等を企画・提案・情報発信
する取組みについて、支
援を図ります。 

・各地域の顔や各種交流活
動等の拠点あ地区として、
地域住民に愛され利用さ
れる地区形成をめざし、地
域住民が自主的に学習・
交流・イベント等の活動が
行えるような場づくりにつ
いて、支援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な環境の維持や一層
の魅力向上に向けて、地
区計画制度や景観法等
の既存制度等の活用促進
をめざし、各種情報の提
供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民
の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

 

◆北生駒駅周辺の魅力ある拠
点整備の推進 

・北生駒駅周辺は、学研都
市の玄関口であり、学研
都市の研究者や来訪者
等に対応した各種利便施
設やサービスの提供、交
流空間の確保など、民間
開発との連携のもと、更な
る活性化に向けて質の高
い拠点整備を推進してい
きます。 

・隣接する水辺や田園環境
との調和に十分留意した
整備と、高山地区へのエ
ントランス部としてふさわし
い拠点形成を推進・誘導
していきます。 

 
◆地域拠点を支える都市基盤
の整備・充実 

・地域拠点へのアクセスを
向上させるため、周辺から
のアクセス道路網や歩道
の整備・充実、バリアフリ
ー化、駐車・駐輪施設な
ど、地域の課題に応じた
公共施設等の整備を図
り、地域拠点のアクセス向
上と、公共交通機関の利
用増進、さらには、駅周辺
における交流人口の増大
による地域活性化を図りま
す。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な地域拠点を維持又
は推進するため地区計画
制度の活用を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆身近な生活支援・交流拠点
の形成 

・主要な鉄道駅周辺で、日
常的な商業施設や各種生
活利便施設、公共施設等
が周辺に立地している地
区について、公共交通機
関を利用しやすい交通環
境づくりと併せて、空地・
空家等を活用しつつ、日
常生活支援機能の維持・
充実や、交流環境の充
実、良好な住宅の立地誘
導など、賑わいある地区
形成を図ります。 

 
◆回遊性の高いアメニティ

空間の形成 

・ゆとりある歩行空間やパブ
リックスペースの確保、質
の高い景観形成、各地域
の自然・田園・歴史文化
等の周辺地域資源を活か
したネットワーク環境の充
実により、回遊性の高い、
日常的に愛される駅周辺
地域の形成を図ります。 

・環境形成に際しては、各
拠点の地域特性や周辺
資源特性を十分に踏まえ
つつ、個性的な緑化や水
辺空間の活用、歴史文化
的なモ チ ーフ の導入な
ど、各拠点が個性を競うよ
うな魅力ある空間形成を
進めます。 

 
◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の空地・空家
の利用や住替え支援等に
係る情報について、民間
等との連携を図りつつ、提
供促進を図ります。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 

（注） 

地域拠点とは、都市拠

点を補完し、各地域の

市民生活を支援する役

割を果たす拠点地区で

あり、北生駒駅、白庭台

駅、登美ケ丘駅、南生

駒駅周辺が位置づけら

れます。 
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   交通環境を充実する 

  ～ 誰もが移動しやすい交通環境を、みんなで支え、高めよう ～ 

方針
３ 

◆幹線道路網の整備 

・道路ネットワークを効果的
なものにするため、隣接市
町と調整のうえ、都市計画
道路の整備を計画的に進
めます。（高山富雄小泉
線・奈良西幹線、国道 163
号バイパス線など） 

・交通事故多発地域におけ
る道路改良や、交通安全
施設の整備など、円滑な
交通処理の対策を図りま
す。 
 

◆公共交通拠点へのアクセ
ス強化 

・生駒駅周辺の都市計画道
路など、都市拠点を支え、
公共交通の利用促進を促
すアクセス幹線道路につ
いて、整備を図ります。 

・北生駒駅など、主要拠点
駅へのアクセスを向上さ
せるため、地域の課題に
応じて、周辺からのアクセ
ス道路網や歩道の整備・
充実等を図ります。 
 

◆産業拠点を支えるアクセ
ス道路の強化 

・ 企業誘致を 促進す るた
め、国道163号バイパス線
などの幹線道路の整備を
行います。 

・新たな幹線道路について
は、バス路線としての活用
を検討します。 
 
 

 

◆学習機会拡充の取組み 

・公共交通、駐車・駐輪場、
道路・交通対策等のあり
方について、利用情報の
提供促進や、利用促進に
係る意識啓発に資する情
報発信を図ります。 

 
◆公共交通の利用促進の取

組み 

・市民が自主的に、鉄道・バ
スの利用情報や、関連す
る駅・バス停周辺の利便
施設や地域資源を楽しむ
ための情報を収集・整理・
発信し、みんなが利用した
くなるような環境づくりを進
める取組みについて、支
援を図ります。 

・市民が自主的に、公共交
通利用と併せて、企画・開
催するような交流イベント
の取組みについて、支援
を図ります。 

 
◆迷惑駐車等の抑制に関す

る取組み 

・ボランティアによる迷惑駐
車・駐輪等の取締まりを支
援・推進します。 

 

◆都市計画道路網のあり方検
討 

・長期にわたって未着手と
なっている都市計画道路
について、「奈良県都市
計画道路の見直しガイドラ
イン」に基づき、将来交通
量や市民等のニーズを踏
まえつつ、既存路線の活
用や交通規制などを含め
て整備の必要性を点検・
検証し、必要に応じて変
更・廃止などの見直しを検
討します。 
 

◆公共交通サービスの維
持・充実の検討 

・市民・交通事業者・行政な
どで構成する組織におい
て、今後の本市の公共交
通に関する方策を示す計
画を策定するとともに、計
画に基づき、バス・鉄道サ
ービスの維持・充実につ
いて、関係機関との連携
のもと、取組みを図り、公
共交通の利便性の向上を
図ります。 

・公共交通サービスの空白
地域において、公共交通
サービスの利用促進と、
高齢者も含めて車非利用
者が移動しやすい環境づ
くりをめざし、費用対効果
に十分留意しつつ、デマ
ンドバスや乗合タクシーな
ど、地域住民等とバス・タ
クシー事業者が連携した
日常的な移動の確保方策
について、検討を進めま
す。 

・バ スの利用促進に向け
て、バスの運行状況をわ
かりやすく提示するバスマ
ップやバス案内システムの
導入について、関係機関
とも連携しつつ検討を進
めます。 

・駅周辺へのマイカー乗り
入れ規制など、ノーマイカ
ーデーを推進します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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◆自転車の利用の対策の推
進 

・生駒駅・東生駒駅・白庭台
駅・学研北生駒駅周辺に
おいて、自転車等放置禁
止区域に指定し、放置自
転車等の撤去を 行いま
す。 

・学研奈良登美が丘駅周辺
についても奈良市と調整
の上、禁止区域指定につ
いて検討します。 

 
 

 ◆駅周辺の駐車・駐輪対策の
推進 

・生駒駅・東生駒駅周辺を
違法駐車等防止重点地
域に指定し、交通指導員
による巡回・啓発活動を推
進します。 

・生駒駅北口開発と併せ
て、駐車場の拡充を図ると
ともに、各鉄道駅周辺に
ついて、空地等を活用し
つつ、関係機関と連携し
つつ、地域の実情・課題
に応じた駐車・駐輪施設
の充実を検討していきま
す。あ 

 
◆自転車の利用促進の対策 

・マイカー利用のみに頼ら
ない生活スタイルの普及
をめざし、自転車通行空
間の充実や、電動アシスト
自転車の普及支援、レン
タサイクルの活用促進、自
転車シェアリングの支援な
ど、自転車利用を促進す
る取り組みを検討していき
ます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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交通体系の方針図 
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１） 目標実現に向けてのまちづくり方針の柱 

 

 

 

 

 

 
【目標に係る課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２－４. 「みんなが住み続けられる安全・安心なまちづくり」の方針 

 

●既存住宅団地等の活力の維持・増進 

（高齢者の移動支援） 

（買物不便地区の対策） 

●減災のまちづくりの推進 

（地域のコミュニティづくりなど） 

●生活道路・排水対策 

（古くからある市街地などの狭隘な道路の解消） 

（下水道の整備促進） 

（合併処理浄化槽の設置促進） 

●協働のまちづくりの活性化 

・協働のまちづくりの活性化 

（人材の育成、市民へのまちづくりに関する情報提供、地域におけるまちづ

くり活動に対する支援） 

 

【方針①】住環境を充実する 
 

目標実現に向けての 

まちづくり方針の柱 

都市づくりの目標における 

留意すべき事項 

・地域との協働による減災・防犯、福祉・子育て環境

の充実の仕組みづくり 

・協働のまちづくりのための人材育成 

・高齢化・少子化を考慮した持続可能なコミュニティ

の再生 

・安全・安心な地域づくりための公共施設や空閑地

の活用 

・生活道路、下水道など、地域課題に対応した生活

環境の充実 

 

【方針③】安全・安心を育む 
 

【方針②】生活基盤を充実する 
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２） 目標実現に向けてのまちづくり方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   住環境を充実する 

  ～ 地域の実情に応じて、住環境をみんなで充実していこう ～ 

方針
１ 

◆市営住宅の適正な維持管

理の推進 

・市営住宅の適切な維持管
理により、建築物の長寿
命化と、良好な住宅環境
を維持するとともに、高齢
者等に配慮した居住空間
のバリアフリー化を進めま
す。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な住宅・住宅地を維
持・保全するため地区計
画制度の活用を 進めま
す。 

 

◆開発事業の透明化 

・法令と市民ニーズに即し
たまちづくりを進めるため
の手法を検討します。 

 
 

◆良好な地域づくりへの取
組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地域住民が
学んだり話し合ったりする
自治会等の活動につい
て、情報発信や相談など
支援を図ります。 

・市民がお互いに快適に住
むための生活上のルール
について、みんなで確認
し話合い、守っていくため
の情報発信や学習機会の
提供について支援を図り
ます。 

 
◆地区計画等のまちづくり

の取組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地区計画制
度や景観法等の既存制
度等の活用促進をめざ
し、各種情報の提供や相
談、専門家派遣、人材交
流など、地域住民の一体
となった取組みや人材育
成を支援します。 
 

◆住宅改良等の情報発信の
取組み 

・高齢者が、住み慣れた地
域・住宅で、安心・安全な
生活が送れるよう、耐震改
修やリフォーム、バリアフリ
ー化など、住宅の改良等
に資する各種情報の発信
を支援します。 
 

 
 

 

◆既成市街地における、居住
環境の改善 

・道路や公園などの都市基
盤が十分に整備されてい
ない既成市街地では、地
区計画制度等を活用しつ
つ、地域の合意形成を進
めながら、木造老朽家屋
の更新・不燃化等を図り、
居住環境の向上を誘導し
ていきます。 

・住宅が密集する区域につ
いては、建て替え時に不
燃化や共同建て替えを支
援し、セットバックなどによ
りオープンスペースの確
保を行い地域の安全性を
確保します。 

 
◆低・未利用地を活かした、

ゆとりある住宅地の整
備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農
地や未利用地を含む地区
では、周辺環境との調和
に留意しつつ、地区計画
制度や面的な整備手法等
を活用しつつ、地域の合
意形成を進めながら、都
市基盤の伴った宅地整備
の誘導とともに、自然や田
園環境との共生をめざし
た、ゆとりある良好な居住
環境の形成を誘導してい
きます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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 ◆地域のうるおいづくりの
促進 

・生垣緑化やガーデニング
活動等、住民による宅地
内の緑化に対する支援を
します。 
 

◆住民によるまちの運営・維
持管理 

・住民主体のまちづくり活動
の活性化につながる活動
の支援を検討します。 
 

 

◆古くからの大規模住宅団
地のエリアマネジメント
取組み 

・古くからの大規模住宅団
地や既成市街地におい
て、高齢化や団地の老朽
化に伴う環境の悪化の抑
制や、団地内コミュニティ
や自治活動等の活性化が
図れるよう、空地・空家の
アメニティ・交流空間とし
ての利活用促進や、公共
施設の維持・管理、日常
生活ｻｰﾋﾞｽの充実、住み
替えや２世帯居住等への
支援を図るなど、地域住
民が主体的に取組むエリ
アマネジメントの活動につ
いて支援と誘導を図りま
す。 

 

◆安全な住宅地づくりの誘
導 

・減災や防犯に配慮した住
宅地開発を指導・誘導し
ます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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   生活基盤を充実する 

～ 生活基盤をみんなで充実し、持続可能な地域づくりを進めよう ～ 

方針
２ 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処
理浄化槽への転換、浄化
槽や宅地内配水設備の
適正な維持管理につい
て、市民への啓発と理解
の推進を図ります。 

 

◆資源循環型社会への取組
みの支援 

・ごみの減量・発生抑制・リ
サイクル促進に向けて、市
民への啓発活動や情報
提供を図ります。 

・ごみの不法投棄を防止す
るため、市民への啓発等
の情報発信や学習機会の
拡充を支援します。 

・市民が自主的に行う、環
境美化等の取組みを支援
します。 

 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃
からの節水と給水装置の
適正な維持管理につい
て、市民等への支援を図
ります。 

 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備ととも
に、合併処理浄化槽など
の生活排水処理施設の設
置を促進し、快適な生活
環境づくりと河川水質の
向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山
田川浄化センターや下水
道管渠などの下水道施設
の適正な維持・管理を図り
ます。 
 

◆廃棄物処理施設の整備と
資源循環型社会の推進 

・清掃リレーセンターおよび
清掃センターの適正な管
理・運営に努め、処理能
力の維持・向上を図りま
す。 

・資源ごみの適正な分別・
回収するシステムの整備
を推進し、リサイクル拠点
の整備および BDF の利活
用を図ります。 

・新たなエネルギー（バイオ
マス、太陽光、雨水など）
を利活用する取組みの調
査・検討を進めます。 

 

◆上水道の安定供給の推進 

・安定した水道水の供給を
図るため、将来の企業立
地動向と需要を踏まえつ
つ、水道水源の確保を図
ります。 

・水質の維持・浄水技術の
向上のため、浄水場の統
合・改良を進めます。 

・災害時でも安定した水道
水供給が行えるよう、施設
の耐震化及び設備の改良
を図ります。 

 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処
理浄化槽への転換、浄化
槽や宅地内配水設備の
適正な維持管理につい
て、指導・誘導を 図りま
す。 

 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃
からの節水と給水装置の
適正な維持管理につい
て、啓発・指導を 図りま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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   安全・安心を育む 

～ 身近な環境における安全・安心を、みんなで育もう ～ 

方針
３ 

◆市街地の耐震化・不燃化の
取組みの支援 

・一般建築物の耐震診断・
改修の支援を継続し、耐
震化を推進していきます。 

 
◆自主防災組織の結成支援 

・自主防災組織の結成の推
進、資機材整備の支援を
図ります。 

 
◆防災意識の啓発、向上と自
主防災体制の整備強化 

・市民・企業の防災意識の
向上を図るため、様々な
方法、機会を通じて、ハザ
ードマップ、災害危険個
所、避難場所、地域防災
計画など、防災に関する
情報提供を行います。 

・自主防災組織の結成を促
進するとともに、住民等の
防災訓練への参加促進を
図ります。 

・自治会等のコミュニティ形
成や情報把握・伝達体制
づくりの重要性に関する
意識啓発に係る情報発信
や学習機会づくりを支援し
ていきます。 

 

◆あいさつ、見守り活動の啓
発 

・安全安心なまちづくりと、
市民の自主的な防災・防
犯活動につながるあいさ
つ運動や見守り活動が進
められるよう啓発に努めま
す。 

 

◆防災まちづくりの推進 

・市が管理すべき河川・水
路について、地域の現状
に配慮した治水対策を講
じるとともに、竜田川、富
雄川等の一級河川の改修
を県に働きかけていきま
す。 

・市有建築物の早急な耐震
診断と適切な改修を実施
します。 

・既存の公園の防災機能の
あり方について、検討して
いきます。 

・災害の抑制を図るため、減
災に資する自然地等の保
全を図るとともに、防災上
問題があり宅地利用に適
さない土地については、
宅地利用の規制を検討し
ていきます。 

・緊急輸送活動の確保、道
路交通管制体制の整備を
関係機関との連携を図り
ながら推進します。 

・道路等の透水性舗装等に
より、雨水の保水能力を高
めます。 

 

◆減災まちづくりの推進 
・災害危険個所の継続調査

を進めるとともに、その結
果を踏まえつつ、避難場
所等の総点検と指定の見
直しを図っていきます。 

・大和川流域の総合治水対
策として、ため池治水利用
施設や雨水貯留浸透施
設の整備を行います。 

・市有建築物の早急な耐震
診断と適切な改修を実施
します。 

・災害の抑制を図るため、減
災に資する自然地等の保
全を図るとともに、防災上
問題があり宅地利用に適
さない土地については、
宅地利用の規制を検討し
ていきます。 

・防災に関する様々なハザ
ードマップ、危険度マップ
の作成、配布等による防
災 情 報 の 発 信 を 図 り ま
す。 

 

◆都市基盤の防災対策の取
組み 

・上・下水道、電気、ガス、
通信などのライフラインに
ついて、災害時における
被害の軽減を図るため、
耐震化を推進します。 

・ため池崩壊を未然に防ぐ
ため、マニュアルシートの
作成を指導し、適切な維
持管理を支援していきま
す。 

・危険物施設の保安の強
化 、 施 設 の 保 全 、 耐 震
化、保安指導の強化を図
ります。 
 

◆市街地の耐震化・不燃化の
取組み 

・道路が狭く木造老朽建築
物が密集する既成市街地
において、建築物の耐震
化の促進、建物の更新と
併せたオープンスペース
の確保など、市街地の防
災性の向上を図っていき
ます。 
 

◆都市の防災構造の強化 

・地域内の防火、防災対策
の推進、防災空間、防災
拠点の体系的整備を図っ
ていきます。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 



 

40 

 ◆防災ボランティア団体、量
販店等との連携促進 

・災害時における人材や物
資等の確保や活動を進め
るため、防災ボランティア
団体や量販店等との協定
を行い、連携した防災対
策を進めていきます。 

 

◆情報提供や伝達体制の整
備 

・様々な危機事象に対応す
る計画マニュアルを作成
します。 

・要援護者安否確認支援体
制を確立します。 

・行政と地域の諸団体、医
療などの機関と連携した
健康ネットワークづくりを
推進します。 

 

◆災害時活動に資するまちづ
くりの推進 

・災害発生時の効果的な復
興まちづくりを図るため、
事前復興計画を検討しま
す。 

・学校等の避難所における
太陽光発電システムの導
入を検討していきます。 

 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的
確な判断に基づき行動が
できるよう、災害時の情報
処理方法や対応をマニュ
アル化し、情報システムと
して整備します。 

・災害時要援護者や観光客
も含めた的確な避難が図
れるよう、要援護者情報の
把握に努めるとともに、関
係機関等との連携のもと、
避難・誘導体制の強化を
図ります。 

・発災時の活動に必要な
様々な技術、スキルの習
得、向上のため市民と協
働で市民参加型の防災訓
練を実施します。 

 

◆避難路沿道の建物の耐震
化・不燃化の促進 

・広域避難地や一時避難地
への避難が安全に行われ
るよう、避難路沿道建物の
耐震化や不燃化を検討し
ます。 

 

◆開発基準による安全な住
宅地の誘導 

・減災や防犯に配慮した住
宅地開発を指導・誘導し
ます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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◆地域の安全・安心を知る取
組み 

・自分たちが住んでいる地
域 に つい て、 地域 住民
が、防災・交通安全等の
面で危険な場所がない
か、災害時の避難活動等
の問題はないか等、安全・
安心に係る問題・課題を
調べたり知るような取組み
の支援を図ります。 

 
◆安全・安心な地域づくりへ

の取組み 

・安全・安心な地域づくりに
向けて、地域住民が学ん
だり話し合ったりする自治
会等の活動について、支
援を図ります。 

・各種情報の提供や相談、
専門家派遣、人材交流な
ど、地域住民の一体となっ
た取組みや人材育成を支
援します。 

 
 

◆道路のバリアフリー化と交
通安全対策の推進 

・安全で快適な歩行空間を
確保するため、人や車の
交通量が多い鉄道駅周辺
や公共施設集積地周辺
等では、歩道の設置や段
差の解消、手摺り等の設
置など、道路のバリアフリ
ー化を推進します。 

・交通事故が多発する交差
点や危険個所において、
信号機や横断歩道などの
設置を関係機関に要望す
るとともに、街灯、カーブミ
ラー、ガードレール等の交
通安全施設を整備・管理
します。 

・住宅地内の生活道路は、
住民が、コミュニティを行う
公共空間の場でもあるた
め、通過交通の進入抑制
等の交通安全対策を検討
します。 

 
◆公共施設のバリアフリー化 

・庁舎や学校施設、保育施
設など、各種の公共施設
において、高齢者や障が
い者はもちろん、子どもや
妊婦、ベビーカーが安心
して移動できるよう、段差
の解消やスロープ・手摺
の設置など、バリアフリー
化を図ります。 

 

◆公益施設のバリアフリー化 

・不特定多数の人が利用す
る商業施設等の民間公益
施設について、バリアフリ
ー化を指導・誘導していく
とともに、市民等が自主的
に行うバリアフリー調査を
支援していきます。 

 
◆道路の交通安全対策の取

組み 

・交通事故が多発する住宅
地等において、地域住民
との協働のもと、車両への
交通規制や注意喚起の
取組み等を検討していき
ます。 

 
◆協働による狭隘な生活道

路の改善と、歩行環境の充
実 

・既成市街地等における、
安全面や防災面で問題が
みられる狭あいな主要生
活道路については、日常
生活における快適で便利
な交通を確保するため、
地権者の協力を得なが
ら、車両通行規制による
安全な通行の確保を図る
とともに、沿道建物の更新
と併せたセットバック等に
より、道路拡幅や歩行空
間の整備に努めます。 

 
◆高齢者福祉等の支援環境

の充実 

・自治会等と連携しつつ、高
齢者サロンとして活動でき
る場所の拡大を図ります。 

・地域福祉活動のための拠
点の整備を支援し、住民
の福祉活動への参加や地
域の交流を促進します。 

 
◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増
加する保育需要に対応す
るため、私立保育所を開
設し、待機児童の解消を
図ります。 

・子育て支援に関する研修
会や育児教室などの各種
教室など、誰もが子育て
に興味を持ち参加できる
ような機会を拡大します。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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◆地域主体の健康づくり 

・地域の歩こう会や公共用
地の管理など自主的な住
民の健康づくり活動が進
められるよう支援します。 

 

◆中核的な医療施設の設置
推進 

・二次救急医療などを担う
地域の中核的な病院の設
置を図るとともに、周辺の
バリアフリー化や公共交
通等のアクセスしやすい
環 境 の 充 実 等 を 図 り ま
す。 

 
◆ユニバーサルデザインの

推進 

・全ての人が安全で快適に
公共施設等を利用できる
ように、ユニバーサルデザ
インに配慮した整備を進
めます。 

 

 

◆高齢者福祉等の支援環境
の充実 

・自治会等と連携しつつ、高
齢者サロンとして活動でき
る場所の拡大を図ります。 

・地域福祉活動のための拠
点の整備を支援し、住民
の福祉活動への参加や地
域の交流を促進します。 

 
◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増
加する保育需要に対応す
るため、私立保育所をの
開設を支援し、待機児童
の解消を図ります。 

・子育て支援に関する研修
会や育児教室などの各種
教室など、誰もが子育て
に興味を持ち参加できる
ような機会を拡大します。 

 
◆各種交流環境の充実 

・身近で日常的な交流環境
（高齢者福祉、子育て支
援、コミュニティ活性化）等
の充実に向けては、地域
の空地・空家の活用や、

寄駅周辺での交流環境
の導入検討など、地域住
民ニーズを踏まえつつ、
有効な取組みを誘導・促
進していきます。 

 
◆民間施設のユニバーサル

デザイン・バリアフリー化
の促進 

・住宅や店舗等民間の施設
においても福祉のまちづく
り条例に基づき、ユニバー
サルデザイン・バリアフリ
ー化の指導を進めます。 

 
◆安心して暮らせる住宅供

給の促進 

・介護サービス付きの住宅
やグループホーム等、高
齢者や障害者も安心して
暮らすことのできる住宅供
給を福祉施策と連携し促
進します。 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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３．分野別のまちづくり方針 

（「目標実現に向けてのまちづくり方針」を分野別に再整理した方針） 
 

本項の「分野別のまちづくりの方針」は、庁内関係部局が連携しつつ、本計画に基づく円滑なまちづ

くりの推進を図るため、前項の「目標実現に向けてのまちづくり方針」を、下記の分野別に再整理した

ものです。 

 

分野の区分（大項目） 中項目 小項目 

3-1.市街地・住宅の整備・誘導

の方針 

1)市街地の整備・誘導の方針 ①都市拠点の整備・誘導 

②地域拠点の整備・誘導 

③産業拠点の整備・誘導 

2）住宅地の整備・誘導の方針 ①拠点駅周辺の都市型住宅地の

整備・誘導 

②既成市街地・進行市街地の住宅

地の整備・誘導 

3-2.都市施設の整備・誘導の方

針 

1)道路・交通体系の方針 ①幹線道路網の整備・誘導 

②公共交通の利用促進 

③駐車・駐輪対策と自転車利用の

促進 

2）公園緑地・河川の整備・誘導

の方針 

①公園緑地の整備・誘導 

②河川の整備 

3）上・下水道等の整備・誘導の

方針 

①上水道の整備 

②下水道の整備 

③資源循環型社会の推進 

3-3.自然的環境の保全・形成の

方針 

 ①自然的環境の保全 

②自然的環境の活用 

3-4.都市景観形成の方針   

3-5.安全・安心のまちづくり方

針 

1)都市防災の方針 ①防災まちづくりの推進 

②減災体制の強化 

2）その他公共施設等の整備・誘

導の方針 

①バリアフリー化と交通安全対

策の推進 

②生活道路の整備・誘導 

③福祉のまちづくりの推進 
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１） 市街地の整備・誘導の方針 
① 都市拠点の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１. 市街地・住宅の整備・誘導の方針 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民等の取組みへの支援 

◆都市拠点を支える都市基
盤の整備・充実 

・拠点へのアクセスを向上さ
せるため、周辺地域の道
路網や駅前広場、駐車・
駐輪施設などの公共施設
を整備し、交通ターミナル
としての機能の充実を図り
ます。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又
は推進するため、地区計
画制度の活用を 進めま
す。 

 
 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に
資する交流イベントや場
所の提供等の各種情報発
信の取組みについて、支
援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地
区内の施設・空間等を利
用して、交流イベントを企
画・開催したり、楽しみ方
等を企画・提案・情報発信
する取組みについて、支
援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な環境の維持や一層
の魅力向上に向けて、地
区計画制度や景観法等
の既存制度等の活用促進
をめざし、各種情報の提
供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民
の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆面的整備の推進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと
集い、楽しみ、交流するこ
とができる拠点とするた
め、面的整備などにより計
画的な土地利用を推進
し、商業・業務、文化・生
涯学習・交流、アミューズ
メント・創造などの機能を
備えた、活気と賑わいある
拠点形成を進めます。 

・近鉄生駒駅周辺において
は、北口再開発事業の推
進を図り、本市のメインの
玄関口・顔にふさわしい賑
わいある機能の集積強化
と、質の高い景観形成を
図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺におい
ては、医療機関を中心とし
た、各種関連サービス機
能等の集積強化を図り、
特色ある拠点形成を図り、
生駒駅周辺拠点と連携し
た集客性の高い広域拠点
の形成を図ります。 
 

◆高質で回遊魅力あふれる
空間形成の取組み 

・ゆとりあるパブリックスペー
スの確保と、質の高い景
観形成の取組みを誘導・
促進し、ハイアメニティな
空間形成を図り、集客性と
滞留性の高い拠点の魅力
を積極的に発信していき
ます。 

・ゆとりある歩行空間の確保
や、バリアフリー化、建築
物や屋外のパブリックスペ
ースと連携した回遊性の
高い空間づくりなど、誰も
が安心して楽しく過ごせ、
歩き回遊したくなるような
拠点形成を誘導します。 

 

◆商店街の活性化 

・拠点周辺の商店街につい
て、店舗や販売促進イベ
ント、回遊環境等の魅力
強化を図ります。 

 

（注） 

都市拠点とは、本市の

中心部および顔・玄関

口としての役割を果たす

拠点地区であり、生駒駅

および東生駒駅周辺が

位置づけられ、連携した

集客性の高い拠点形成

を図ります。 
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② 地域拠点の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に
資する交流イベントや場
所の提供等の各種情報発
信の取組みについて、支
援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地
区内の施設・空間等を利
用して、交流イベントを企
画・開催したり、楽しみ方
等を企画・提案・情報発信
する取組みについて、支
援を図ります。 

・各地域の顔や各種交流活
動等の拠点地区として、
地域住民に愛され利用さ
れる地区形成をめざし、地
域住民が自主的に学習・
交流・イベント等の活動が
行えるような場づくりにつ
いて、支援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な環境の維持や一層
の魅力向上に向けて、地
区計画制度や景観法等
の既存制度等の活用促進
をめざし、各種情報の提
供や相談、専門家派遣、
人材交流など、地域住民
の一体となった取組みや
人材育成を支援します。 

 

◆北生駒駅周辺の魅力ある拠
点整備の推進 

・北生駒駅周辺は、学研都
市の玄関口であり、学研
都市の研究者や来訪者
等に対応した各種利便施
設やサービスの提供、交
流空間の確保など、民間
開発との連携のもと、更な
る活性化に向けて質の高
い拠点整備を推進してい
きます。 

・隣接する水辺や田園環境
との調和に十分留意した
整備と、高山地区へのエ
ントランス部としてふさわし
い拠点形成を推進・誘導
していきます。 

 
◆地域拠点を支える都市基盤
の整備・充実 

・地域拠点へのアクセスを
向上させるため、周辺から
のアクセス道路網や歩道
の整備・充実、バリアフリ
ー化、駐車・駐輪施設な
ど、地域の課題に応じた
公共施設等の整備を図
り、地域拠点のアクセス向
上と、公共交通機関の利
用増進、さらには、駅周辺
における交流人口の増大
による地域活性化を図りま
す。 

 
◆地区計画等の活用 

・良好な地域拠点を維持又
は推進するため地区計画
制度の活用を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆身近な生活支援・交流拠点
の形成 

・主要な鉄道駅周辺で、日
常的な商業施設や各種生
活利便施設、公共施設等
が周辺に立地している地
区について、公共交通機
関を利用しやすい交通環
境づくりと併せて、空地・
空家等を活用しつつ、日
常生活支援機能の維持・
充実や、交流環境の充
実、良好な住宅の立地誘
導など、賑わいある地区
形成を図ります。 

 
◆回遊性の高いアメニティ

空間の形成 

・ゆとりある歩行空間やパブ
リックスペースの確保、質
の高い景観形成、各地域
の自然・田園・歴史文化
等の周辺地域資源を活か
したネットワーク環境の充
実により、回遊性の高い、
日常的に愛される駅周辺
地域の形成を図ります。 

・環境形成に際しては、各
拠点の地域特性や周辺
資源特性を十分に踏まえ
つつ、個性的な緑化や水
辺空間の活用、歴史文化
的なモ チ ーフ の導入な
ど、各拠点が個性を競うよ
うな魅力ある空間形成を
進めます。 

 
◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の空地・空家
の利用や住替え支援等に
係る情報について、民間
等との連携を図りつつ、提
供促進を図ります。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 

（注） 

地域拠点とは、都市拠

点を補完し、各地域の

市民生活を支援する役

割を果たす拠点地区で

あり、北生駒駅、白庭台

駅、登美ケ丘駅、南生

駒駅周辺が位置づけら

れます。 
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③ 産業拠点の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆周辺環境と調和した産業・学
術拠点機能の導入と利活用 

・学研高山地区における交
流施設の利用促進や、学
研都市関係者と市民等が
様々な交流が図れるよう
な機会の充実検討や情報
発 信 等 の 支 援 を 図 り ま
す。 

 

◆周辺環境と調和した産業・
学術拠点機能の立地誘導 

・学研高山地区では、学研
地区の一層の拠点機能の
強化に向けて、周辺の自
然環境や住宅地などとの
調和に留意しつつ、関係
機関との連携のもと、学術
機能等の土地利用の検
討・調整と誘導を図りま
す。 

・北田原地区では、周辺の
住宅地などと調和のとれ
た土地利用を図るととも
に、適切な関連都市基盤
（道路・下水道等）の整
備、税制面の優遇措置な
どを行います。 

・企業立地促進に向け、公
共交通（バス）の利便性を
高めます。 

・企業の移転情報を把握
し、立地要望が出た際に
紹介できる仕組みづくりを
推進します。 

 
 

◆周辺環境と調和した産業
機能の立地誘導 

・北田原地区等での企業の
立地促進に向けて、優れ
た立地性や支援制度等の
各種情報を積極的に発信
するとともに、周辺地域コ
ミュニティと協働できる機
会の検討を行います。 
 

◆生産環境を保全する土地
利用の誘導 

・原則として工業研究業務
地について、住宅建設を
制限します。 

・工業研究業務地において
住宅地開発を進める際に
は、近接する工場等の活
動と市民生活が共存でき
るよう、区域内に空地を設
けるなど、周辺環境に配
慮した指導に努めます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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２） 住宅地の整備・誘導の方針 
① 拠点駅周辺の都市型住宅地の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆良好な地域づくりへの取
組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地域住民が
学んだり話し合ったりする
自治会等の活動につい
て、情報発信や相談など
支援を図ります。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な住環境の維持や一
層の魅力向上に向けて、
地区計画制度や景観法
等の既存制度等の活用促
進をめざし、各種情報の
提供や相談、専門家派
遣、人材交流など、地域
住民の一体となった取組
みや人材育成を支援しま
す。 
 

◆生駒の良好な住宅地ブラ
ンドの発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地とし
ての魅力やブランドイメー
ジについて、情報の共有
化や発信、人材交流、考
える場づくり等の取組みを
支援します。 
 

◆地域のうるおいづくりの
促進 

・生垣緑化やガーデニング
活動等、住民による宅地
内の緑化に対する支援を
します。 
 

◆住民によるまちの運営・維
持管理 

・住民主体のまちづくり活動
の活性化につながる活動
の支援を検討します。 

 

◆拠点整備と連動した利便
性の高い住宅地の誘導 

・都市拠点等の主要な鉄道
駅周辺地区などでは、民
間開発と連携し、都市基
盤の整備や高質な環境形
成に向けて、面的な整備
手法や地区計画制度等
の既存補助制度の活用促
進を図りつつ、土地の有
効・高度利用を図り、必要
に応じた規制の緩和を検
討していきます。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な都市拠点を維持又
は推進するため、地区計
画制度の活用を 進めま
す。 

 

 

◆拠点整備と連動した利便
性の高い中高層住宅の誘
導 

・都市拠点等の主要な鉄道
駅周辺地区などでは、土
地の有効・高度利用を行
い、面的な整備手法や地
区計画制度を活用し、商
業・文化・交流等の賑わい
機能や、ゆとりある移動空
間、質の高いオープンス
ペースや景観を有した、
地域特性を活かした利便
性の高い中高層住宅地の
誘導を図ります。 

 
◆都市拠点等における高齢社

会に備えた住宅の誘導 

・都市拠点や地域拠点な
ど、生活支援サービス機
能の集積があり、公共交
通の利便性が高い駅周辺
の市街地において、空地・
空家等を活かした魅力あ
る高齢者向け住宅や、医
療・介護機能付帯型の住
宅、高齢者専用賃貸住宅
等の立地誘導を図ったり、
郊外との住み替え支援を
図るなど、高齢者のまちな
か居住の促進を検討して
いきます。 

 
◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の
利用や住替え支援等に係
る情報について、民間等
との連携を図りつつ、提供
促進を図ります。 

 

◆環境に配慮した住まいづ
くりの誘導 

・地球環境問題は大きな課
題であるとともに、豊かな
自然に囲まれた本市は、
環境共生と大きな関わりを
もつまちでもあることから、
住宅の省エネルギー化や
太陽光発電システムの導
入促進など、環境にやさし
い住宅施策を一層推進・
誘導します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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  ◆居住環境の改善 

・住宅が密集する区域につ
いては、建て替え時に不
燃化や共同建て替えを支
援し、セットバックなどによ
りオープンスペースの確
保を行い地域の安全性を
確保します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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② 既成市街地・進行市街地の住宅地の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆良好な地域づくりへの取
組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地域住民が
学んだり話し合ったりする
自治会等の活動につい
て、情報発信や相談など
支援を図ります。 

・市民がお互いに快適に住
むための生活上のルール
について、みんなで確認
し話合い、守っていくため
の情報発信や学習機会の
提供について支援を図り
ます。 

 

◆地区計画等のまちづくり
の取組み 

・良好な住環境の維持や一
層の魅力向上に向けて、
地区計画制度や景観法
等の既存制度等の活用促
進をめざし、各種情報の
提供や相談、専門家派
遣、人材交流など、地域
住民の一体となった取組
みや人材育成を支援しま
す。 
 

◆住宅改良等の情報発信の
取組み 

・高齢者が、住み慣れた地
域・住宅で、安心・安全な
生活が送れるよう、耐震改
修やリフォーム、バリアフリ
ー化など、住宅の改良等
に資する各種情報の発信
を支援します。 
 

◆生駒の良好な住宅地ブラ
ンドの発信の取組み 

・生駒の良好な住宅地とし
ての魅力やブランドイメー
ジについて、情報の共有
化や発信、人材交流、考
える場づくり等の取組みを
支援します。 

 

◆良質な低層住宅地としての
ブランドイメージの維持・増
進 

・大規模な住宅開発などに
より既に良好な居住環境
が整備された地区や、古く
からの大規模住宅団地で
荒廃化が懸念される地区
では、地区計画制度や景
観法等の既存制度等の活
用促進を図り、良質な居
住環境の維持・向上を図
ります。 

 

◆市営住宅の適正な維持管

理の推進 

・市営住宅の適切な維持管
理により、建築物の長寿
命化と、良好な住宅環境
を維持するとともに、高齢
者等に配慮した居住空間
のバリアフリー化を進めま
す。 

 

◆地区計画等の活用 

・良好な住宅・住宅地を維
持・保全するため地区計
画制度の活用を 進めま
す。 

 

◆開発事業の透明化 

・法令と市民ニーズに即し
たまちづくりを進めるため
の手法を検討します。 

 

 

◆良質な低層住宅地としての
ブランドイメージの維持・増
進 

・大規模な住宅開発などに
より既に良好な居住環境
が整備された地区では、
地区計画制度や景観法
等を活用して、住宅地とし
ての用途純化、敷地の細
分化の防止、地域の魅力
を高める緑化推進、良質
な景観誘導など、地域の
特性に応じた市民主体の
ルールづくりと、豊かで持
続性のある居住環境の育
成を図ります。 

 
◆古くからの大規模住宅団

地のエリアマネジメント
取組み 

・古くからの大規模住宅団
地や既成市街地におい
て、高齢化や団地の老朽
化に伴う環境の悪化の抑
制や、団地内コミュニティ
や自治活動等の活性化が
図れるよう、空地・空家の
アメニティ・交流空間とし
ての利活用促進や、公共
施設の維持・管理、日常
生活ｻｰﾋﾞｽの充実、住み
替えや２世帯居住等への
支援を図るなど、地域住
民が主体的に取組むエリ
アマネジメントの活動につ
いて支援と誘導を図りま
す。 

 
◆既成市街地における、居住

環境の改善 

・道路や公園などの都市基
盤が十分に整備されてい
ない既成市街地では、地
区計画制度等を活用しつ
つ、地域の合意形成を進
めながら、木造老朽家屋
の更新・不燃化等を図り、
オープンスペースの確保
など、居住環境の向上を
誘導していきます。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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 ◆地域のうるおいづくりの
促進 

・生垣緑化やガーデニング
活動等、住民による宅地
内の緑化に対する支援を
します。 
 

◆住民によるまちの運営・維
持管理 

・住民主体のまちづくり活動
の活性化につながる活動
の支援を検討します。 
 

 

◆低・未利用地を活かした、
ゆとりある住宅地の整
備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農
地や未利用地を含む地区
では、周辺環境との調和
に留意しつつ、地区計画
制度や面的な整備手法等
を活用しつつ、地域の合
意形成を進めながら、都
市基盤の伴った宅地整備
の誘導とともに、自然や田
園環境との共生をめざし
た、ゆとりある良好な居住
環境の形成を誘導してい
きます。 

 
◆情報発信の取組み 

・市街地内の空地・空家の
利用や住替え支援等に係
る情報について、民間等
との連携を図りつつ、提供
促進を図ります。 

 

◆環境に配慮した住まいづ
くりの誘導 

・地球環境問題は大きな課
題であるとともに、豊かな
自然に囲まれた本市は、
環境共生と大きな関わりを
もつまちでもあることから、
住宅の省エネルギー化や
太陽光発電システムの導
入促進など、環境にやさし
い住宅施策を一層推進・
誘導します。 

 
◆安全な住宅地づくりの誘

導 

・減災や防犯に配慮した住
宅地開発を指導・誘導し
ます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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１） 道路・交通体系の方針 
① 幹線道路網の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２. 都市施設の整備・誘導の方針 

◆幹線道路網の整備 

・道路ネットワークを効果的
なものにするため、隣接市
町と調整のうえ、都市計画
道路の整備を計画的に進
めます。（高山富雄小泉
線・奈良西幹線、国道 163
号バイパス線など） 

・交通事故多発地域におけ
る道路改良や、交通安全
施設の整備など、円滑な
交通処理の対策を図りま
す。 
 

◆公共交通拠点へのアクセ
ス強化 

・生駒駅周辺の都市計画道
路など、都市拠点を支え、
公共交通の利用促進を促
すアクセス幹線道路につ
いて、整備を図ります。 

・北生駒駅など、主要拠点
駅へのアクセスを向上さ
せるため、地域の課題に
応じて、周辺からのアクセ
ス道路網や歩道の整備・
充実等を図ります。 
 

◆産業拠点を支えるアクセ
ス道路の強化 

・ 企業誘致を 促進す るた
め、国道163号バイパス線
などの幹線道路の整備を
行います。 

・新たな幹線道路について
は、バス路線としての活用
を検討します。 
 
 

 

◆学習機会拡充の取組み 

・道路・交通対策等のあり方
について、利用情報の提
供促進や、利用促進に係
る意識啓発に資する情報
発信を図ります。 

 
◆市民等による管理運営・維

持 

・市民が責任を持って街路
樹や緑地帯の管理行える
アダプト制度について検
討します。 

 
 

◆都市計画道路網のあり方検
討 

・長期にわたって未着手と
なっている都市計画道路
について、「奈良県都市
計画道路の見直しガイドラ
イン」に基づき、将来交通
量や市民等のニーズを踏
まえつつ、既存路線の活
用や交通規制などを含め
て整備の必要性を点検・
検証し、必要に応じて変
更・廃止などの見直しを検
討します。 

 
◆良好な沿道景観の向上 

・幹線道路の沿道景観の向
上と、賑わいづくりを推進
します。 

・幹線道路の沿道景観向上
のため屋外広告物の適切
な掲出に努めます。 

 
◆ポケットパークの整備 

・歩いて楽しい歩行空間と
するため、地域と連携し道
路残地などをポケットパー
クに整備します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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② 公共交通の利用促進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆学習機会拡充の取組み 

・公共交通対策等のあり方
について、利用情報の提
供促進や、利用促進に係
る意識啓発に資する情報
発信を図ります。 

 
◆公共交通の利用促進の取

組み 

・市民が自主的に、鉄道・バ
スの利用情報や、関連す
る駅・バス停周辺の利便
施設や地域資源を楽しむ
ための情報を収集・整理・
発信し、みんなが利用した
くなるような環境づくりを進
める取組みについて、支
援を図ります。 

・市民が自主的に、公共交
通利用と併せて、企画・開
催するような交流イベント
の取組みについて、支援
を図ります。 

 
 

◆公共交通サービスの維
持・充実の検討 

・市民・交通事業者・行政な
どで構成する組織におい
て、今後の本市の公共交
通に関する方策を示す計
画を策定するとともに、計
画に基づき、バス・鉄道サ
ービスの維持・充実につ
いて、関係機関との連携
のもと、取組みを図り、公
共交通の利便性の向上を
図ります。 

・公共交通サービスの空白
地域において、公共交通
サービスの利用促進と、
高齢者も含めて車非利用
者が移動しやすい環境づ
くりをめざし、費用対効果
に十分留意しつつ、デマ
ンドバスや乗合タクシーな
ど、地域住民等とバス・タ
クシー事業者が連携した
日常的な移動の確保方策
について、検討を進めま
す。 

・バ スの利用促進に向け
て、バスの運行状況をわ
かりやすく提示するバスマ
ップやバス案内システムの
導入について、関係機関
とも連携しつつ検討を進
めます。 

・駅周辺へのマイカー乗り
入れ規制など、ノーマイカ
ーデーを推進します。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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③ 駐車・駐輪対策と自転車利用の促進 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆自転車の利用の対策の推
進 

・生駒駅・東生駒駅・白庭台
駅・学研北生駒駅周辺に
おいて、自転車等放置禁
止区域に指定し、放置自
転車等の撤去を 行いま
す。 

・学研奈良登美が丘駅周辺
についても奈良市と調整
の上、禁止区域指定につ
いて検討します。 

 
 

◆迷惑駐車等の抑制に関す
る取組み 

・ボランティアによる迷惑駐
車・駐輪等の取締まりを支
援・推進します。 

 

◆駅周辺の駐車・駐輪対策の
推進 

・生駒駅・東生駒駅周辺を
違法駐車等防止重点地
域に指定し、交通指導員
による巡回・啓発活動を推
進します。 

・生駒駅北口開発と併せ
て、駐車場の拡充を図ると
ともに、各鉄道駅周辺に
ついて、空地等を活用し
つつ、関係機関と連携し
つつ、地域の実情・課題
に応じた駐車・駐輪施設
の充実を検討していきま
す。 

 
◆自転車の利用促進の対策 

・マイカー利用のみに頼ら
ない生活スタイルの普及
をめざし、自転車通行空
間の充実や、電動アシスト
自転車の普及支援、レン
タサイクルの活用促進、自
転車シェアリングの支援な
ど、自転車利用を促進す
る取り組みを検討していき
ます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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交通体系の方針図 
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２） 公園緑地・河川の整備・誘導の方針 
① 公園緑地の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・開発等における緑化基準
を適切に運用するととも
に、地区計画制度や景観
法等を活用し、緑地の確
保 や 緑 化 推 進 を 図 り ま
す。 
 

◆公共施設や拠点地区にお
ける緑化推進 

・公共施設等の公共用地や
幹線道路の緑化推進を図
るとともに、緑の環境に配
慮した公共事業の推進を
図ります。 

・都市拠点や地域拠点等の
拠点地区において、民間
開発と連携し、良好な景
観形成に資する公共空間
の緑化に努めます。 
 

◆既存公園の適正な公園管
理 

・子どもや高齢者等が安心
して利用できるよう、既存
公園等について、施設の
バリアフリー化や老朽化し
た公園設備を住民ニーズ
により計画的に更新し、住
民とともに適正な公園管
理を推進します。 
 

◆身近な公園環境の充実 

・緑の基本計画を基本とし、
地域住民ニーズを踏まえ
ながら、借地公園の適用
検討や、環境・景観・レクリ
エーション機能向上等、
身近な公園の充実を図り
ます。 

・既存の公園の防災機能の
あり方について、検討して
いきます。 
 

 

◆花と緑あふれるまちづくり 

・生垣助成制度や花と緑の
わがまちづくり助成制度等
の活用促進を図るととも
に、花と緑の景観まちづく
りコンテスト等による優良
緑化事例の顕彰など、花
と緑あふれる暮らし環境が
身近に増えていくような取
組みを支援していきます。 

・地域住民による創意工夫
ある個性的な緑化の取組
みを拡充するため、支援
の充実について検討して
いきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民

の自主的な取組み 

・市民が責任をもって公園
等の公共用地の緑化推進
や保全を図るアダプト制
度について検討します。 
 

◆既存公園等の利活用促進 

・既存公園やスポ ーツ施
設、学校、散策路等を活
かししつつ、幅広い市民
が親しめるスポーツ・健康
運動の交流イベントの充
実など、まちぐるみで運動
したくなるような健康増進
の取組みを支援していき
ます。 
 

◆人材育成の取組み 

・まちなかの緑化に資するリ
ーダーや人材育成につい
て、いこま塾等の学習機
会の拡充や、関連団体等
の交流・連携の促進を支
援していきます。 

 

◆拠点地区や主要幹線道路に
おける良質な緑化推進 

・都市拠点や地域拠点等の
拠点地区や主要な幹線道
路において、市街地開発
事業や地区計画制度、景
観法等の活用を図り、ゆと
りあるパブリックスペースの
確保や質の高い景観形成
を誘導していきます。 

・各拠点の地域特性や周辺
資源特性を十分に踏まえ
つつ、個性的な緑化や水
辺空間の活用、歴史文化
的なモ チ ーフ の導入な
ど、各拠点が個性を競うよ
うな魅力ある整備を誘導し
ていきます。 
 

◆公園緑地等を活かした市民
の自主的な取組み 

・親しまれる地域の公園整
備を目的に、市民が自主
的に公園のリニューアル
や管理を行うコミュニティ
パーク事業の促進を図り
ます。 

・市民が責任をもって公共
用地の緑化推進や保全を
図る体制づくりを検討しま
す。 

・緑の市民委員会や花好
き・自然好き市民交流サロ
ンなど、地域住民と行政
がともに公園の管理・利用
について話し合える場・機
会の拡充と支援を図りま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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② 河川の整備 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆うるおいある水辺環境の
保全・形成 

・奈良県が整備を進めてい
る富雄川・竜田川につい
て、多様な生物が生息で
きる多自然型川づくりの整
備を働きかけるとともに、
生物の生息域として環境
保全に努めます。 

・奈良県が整備を進めてい
る竜田川の整備に併せ
て、河川堤防等を利用し
た遊歩道や親水公園の整
備を働きかけます。 

・良好な水辺環境の育成に
向けては、生活排水対策
や、水量確保、浄化対策
など、適切な方向を検討
していきます。 

・河川景観の保全と市民の
憩いの場としての魅力の
向上を図ります。 

 
◆治水・水防対策 

・小規模な河川・水路の改
修・整備を計画的・効率
的に行い、通水機能を確
保し、治水・水防対策に
努めます。 

 

◆水辺を楽しむ取組み 

・市民が自主的に水辺を楽
しむ場、モデルルート、楽
しみ方等を企画・提案・情
報発信する取組みについ
て、支援を行います。 

・市民が自主的に企画・開
催する、水辺を活かした
交流イベントの取組みに
ついて、支援を行います。 
 

◆水辺を活かした市民の自主

的な取組み 

・市民が責任を持って水辺
に親しむ河川景観の形成
のための管理等のアダプ
ト制度について検討しま
す。 
 

 

◆被害の実態調査 

・降雨時における溢水・浸
水被害の実態調査を市民
が行い、河川・水路の改
修整備計画の基礎資料と
します。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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水と緑のまちづくりの方針図 
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３） 上・下水道等の整備・誘導の方針 
① 上水道の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

② 下水道の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃
からの節水と給水装置の
適正な維持管理につい
て、市民等への支援を図
ります。 

 

◆上水道の安定供給の推進 

・安定した水道水の供給を
図るため、将来の企業立
地動向と需要を踏まえつ
つ、水道水源の確保を図
ります。 

・水質の維持・浄水技術の
向上のため、浄水場の統
合・改良を進めます。 

・災害時でも安定した水道
水供給が行えるよう、施設
の耐震化及び設備の改良
を図ります。 

 

◆水の有効利用の推進 

・水の大切さを理解し、日頃
からの節水と給水装置の
適正な維持管理につい
て、啓発・指導を 図りま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処
理浄化槽への転換、浄化
槽や宅地内配水設備の
適正な維持管理につい
て、市民への啓発と理解
の推進を図ります。 

 

 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備ととも
に、合併処理浄化槽など
の生活排水処理施設の設
置を促進し、快適な生活
環境づくりと河川水質の
向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山
田川浄化センターや下水
道管渠などの下水道施設
の適正な維持・管理を図り
ます。 
 

 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処
理浄化槽への転換、浄化
槽や宅地内配水設備の
適正な維持管理につい
て、指導・誘導を 図りま
す。 

 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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③ 資源循環型社会の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆資源循環型社会への取組
みの支援 

・ごみの減量・発生抑制・リ
サイクル促進に向けて、市
民への啓発活動や情報
提供を図ります。 

・ごみの不法投棄を防止す
るため、市民への啓発等
の情報発信や学習機会の
拡充を支援します。 

・市民が自主的に行う、環
境美化等の取組みを支援
します。 

 

◆廃棄物処理施設の整備と
資源循環型社会の推進 

・清掃リレーセンターおよび
清掃センターの適正な管
理・運営に努め、処理能
力の維持・向上を図りま
す。 

・資源ごみの適正な分別・
回収するシステムの整備
を推進し、リサイクル拠点
の整備および BDF の利活
用を図ります。 

・新たなエネルギー（バイオ
マス、太陽光、雨水など）
を利活用する取組みの調
査・検討を進めます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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① 自然的環境の保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３. 自然的環境の保全・形成の方針 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民等の取組みへの支援 

◆良好な田園環境の保全 

・のどかな田園環境を形成し
ている、農地の保全を図る
ため、借地農地事業等の活
用を促進します。 

・市街地内の良好な農地につ
いて、生産緑地の新たな指
定拡大を検討し、身近な農
地の保全を進めます。 

・新たな農地保全に係る仕組
みの充実について検討を
進めます。 

 
◆良好な自然的環境の保全 

・景観法に基づき景観計画や
景観条例の策定を図るとと
もに、市民と共に取り組む
景観形成の基本計画を策
定し、良好な自然的環境・
景観の保全に向けて適切
な運用を図ります。 

 
◆良好な自然的環境の情報発

信 

・自然・田園環境に対する保
全意識の高揚と市民参加を
促進するため、自然環境等
調査を実施します。 

・市民ニーズを踏まえつつ、
広報や各種生涯学習の機
会拡充等により、様々な情
報提供を行います。 

 
◆防災に資する自然的環境の

保全 

・災害の抑制を図るため、災
害の危険性のある自然地等
の保全を図ります。 

 
◆農政連携による鳥獣被害の

対策 

・農地の保全と産業振興を図
るため、鳥獣被害を抑制す
る取組みについて、農政部
局等と連携しつつ、検討と
対策を推進していきます。 

 

◆山林・里山を守る取組み 

・里山の自然を維持・保全
するため市民等が行う、草
刈りや間伐等の取組みに
ついて、支援します。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・高齢化と担い手不足によ
り、遊休農地化しないよう
な保全についての市民の
取組みを支援します。 

・農地の保全につながる営
農意欲高揚のための地産
地消等の市民の取組みを
支援します。 
 

◆環境の保全・美化を図る取
組み 

・地域で行う環境の保全・美
化を図る新たな取組みを
支援します 

 

◆情報発信の取組み 

・環境の保全・美化の重要
性について、広く市民の
意識啓発や学習に資する
交流イベントや各種情報
発信の取組みについて、
支援します。 
 

◆人材育成の取組み 

・環境の保全や美化に係る
リーダーや人材育成につ
いて、いこま塾等の学習
機会の拡充や、関連団体
等の交流・連携の促進を
支援していきます。 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆山林・里山を守る取組み 

・市街地内の身近な里山・
緑地の維持・保全・活用を
図 る た め 、 市 民 の 森 制
度、樹林バンク制度を促
進します。 
 

◆田園環境を守る取組み 

・農地の保全活用につなが
る遊休農地活用事業や借
地農地事業及び市民農
園事業を促進します。 

 

◆環境の保全・美化を図る取
組み 

・地域で行う清掃活動や美
化活動、ゴミの不法投棄
のパトロール等の取組み
を促進します。 

 

◆希少な生態系の保全 

・希少な固有種の保全を図
ります。 

 

◆幹線道路沿道の土地利用 

・幹線道路沿道の土地利用
については、周辺の自然
景観と調和するよう指導、
誘導、協議をします。 
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② 自然的環境の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆田園環境に親しむ制度等の
活用促進 

・身近な農地に親しむ環境・
機会の充実と、遊休農地
等の活用促進を 図るた
め、借地農地事業、遊休
農地活用事業を活用し支
援を図ります。 
 

◆自然等を楽しむ取組み 

・市民が自主的に自然（山
林・里山、水辺）・田園等
の地域資源を楽しむ場、
モデルルート、楽しみ方
等を企画・提案・情報発
信する取組みについて、
支援を行います。 

・市民が自主的に企画・開
催する、自然体験等の交
流イベントの取組みにつ
いて、支援を行います。 
 

◆人材育成の取組み 

・自然的環境を活かすリー
ダーや人材育成につい
て、いこま塾等の学習機
会の拡充や、関連団体等
の交流・連携の促進を支
援していきます。 
 

 

◆多彩な自然等に親しむ交流・レ
クリエーション環境・機会の充実 

・里山・緑地の保全の意義や効
用を学び、自然と共生する心
が育まれるような環境学習や
保全の取組みに係るカリキュ
ラムの充実を図ります。 

・矢田丘陵遊歩道や生駒山の
ハイキングコース、くろんど池
などの自然に親しむ地域資源
について、適切な維持管理に
努めます。 

・既存の地域資源について、よ
り広域的な交流促進も含め
て、自然体験・環境学習・地
域学習など多様な体験交流イ
ベントの一層の促進と PRの強
化を図り、交流人口の増大を
図ります。 
 

◆うるおいある水辺環境の保
全・形成 

・奈良県が整備を進めている富
雄川・竜田川について、多様
な生物が生息できる多自然型
川づくりの整備を働きかけると
ともに、生物の生息域として環
境保全に努めます。 

・奈良県が整備を進めている竜
田川の整備に併せて、河川堤
防等を利用した遊歩道や親
水公園の整備を働きかけま
す。 

・良好な水辺環境の育成に向
けては、生活排水対策や、水
量確保、浄化対策など、適切
な方向を検討していきます。 

 
◆回遊環境の充実 

・既存の観光交流ルートを活用
しつつ、自然・田園・歴史文化
等の地域資源や、主要な公
共施設、拠点駅等が連携する
ような、モデル散策・回遊コー
スや案内サイン等の充実を図
ります。 

 
 
 

 

◆里山環境に親しむ制度等の
活用促進 

・身近な里山に親しむ環境・
機会の充実を図るため、
市民の森制度、樹林バン
ク制度等を推進し、協働
による整備・保全を行いま
す。 

・身近な農地に親しむ環境・
機会の充実と、レクリエー
ションのため、市民農園を
促進します。 

 
◆回遊環境の充実 

・公共交通の利便性を活か
した観光交流活動の活性
化をめざし、生駒ケーブ
ルや鉄道駅、バスルートと
連携した観光交流ルート
や体験・学習等のイベント
企 画 等 の 拡 充 を 図 り ま
す。 

 
 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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３－４. 都市景観形成の方針 

◆景観法に基づく景観計画
や景観条例の策定と適切
な運用 

・本市の景観的な特性を踏
まえ、景観形成の基本目
標である「自然と都市が調
和した景観まちづくり」の
実現を 目指し た景観計
画・景観条例の策定や、
その適切な運用を推進し
ます。 

・道路、河川、公園など、良
好な景観形成にとって重
要な要素となる公共施設
については、関係機関等
との連携のもと、周辺景観
との調和や良好な景観形
成に十分配慮した景観と
していきます。 

 
◆良好な景観形成のための

行為の制限 

・景観上重要な位置づけが
なされる地区（広域幹線
沿道地区や生駒駅前北
口再開発地区）について
は、景観形成地区として
位置づけ、きめ細かな景
観規制と質の高い景観形
成を図っていきます。 

 

◆屋外広告物の規制 

・良好な景観の形成に向け
て重要な要素となる屋外
広告物について、県の条
例に基づき、県をはじめ、
関係市町と連携しながら
適切に運用します。 

 

◆生駒の良好な景観を学ぶ
取組み 

・生駒の良好な景観資源や
問題点、景観法や景観計
画等に関心をもち、学習し
たり、様々な交流を行う機
会の充実・支援を図るとと
もに、広報紙等による情報
発信を図ります。 
 

◆既存制度等を活かした良
好な景観形成 

・生垣助成制度、花と緑の
わがまちづくり助成制度、
景観形成地区指定等の
活用促進を図るとともに、
花と緑の景観まちづくりコ
ンテスト等による優良事例
の顕彰など、良好な景観
形成の取組みの支援を図
ります。 
 

◆景観を積極的に楽しむ取
組み 

・市民が自主的に景観を楽
しむ場、モデルルート、楽
しみ方等を企画・提案・情
報発信する取組みや、自
然等の景観体験等の交流
イベントを企画・開催する
取組みについて、支援を
図ります。 

 

◆人材育成の取組み 

・景観形成に資するリーダ
ーや人材育成について、
いこま塾等の学習機会の
拡充や、関連団体等の交
流・連携の促進を支援し
ていきます。 

 
 

 

◆良好な景観形成のための
行為の制限 

・一定規模以上の建築物な
どの建設や開発行為を行う
場合は、魅せる景観、見ら
れる景観の考えに基づき、
周辺と調和した良好な景観
形成に向けて、規制・誘導
を図っていきます。 

・自然、田園、市街地の良好
な景観形成を図るため、景
観形成に関する区域区分
（市街地景観区域、田園景
観区域、自然景観区域）に
基づき、各区域の景観形成
の基準との適合を図りつ
つ、良好な景観の形成に協
働で取組んでいきます。 

・景観形成地区は、今後、市
民との協働のもと、景観に
十分配慮すべき地区（景観
配慮地区）の検討を図りな
がら、必要に応じた追加指
定を促進していきます。 

 

◆屋外広告物の適正な掲出 

・地域における良好な景観
の形成に向けて、道路な
どに掲出された違反広告
物の除却作業を促進しま
す。 
 

◆良好な景観形成に向けて
の継続的な協働の取組み 

・景観法に基づく景観計画
の運用（具体的なルール
づくり）や、協働に基づく、
より一層良好な景観づくり
に取組むための景観基本
計画の策定に向けて、継
続的な市民との対話の機
会づくりを図っていきま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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都市景観形成の方針図 
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１） 都市防災の方針 
① 防災まちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５. 安全・安心のまちづくり方針 

◆市街地の耐震化・不燃化の
取組みの支援 

・一般建築物の耐震診断・
改修の支援を継続し、耐
震化を推進していきます。 

 
◆自主防災組織の結成支援 

・自主防災組織の結成の推
進、資機材整備の支援を
図ります。 

 

◆防災まちづくりの推進 

・市が管理すべき河川・水
路について、地域の現状
に配慮した治水対策を講
じるとともに、竜田川、富
雄川等の一級河川の改修
を県に働きかけていきま
す。 

・市有建築物の早急な耐震
診断と適切な改修を実施
します。 

・既存の公園の防災機能の
あり方について、検討して
いきます。 

・災害の抑制を図るため、減
災に資する自然地等の保
全を図るとともに、防災上
問題があり宅地利用に適
さない土地については、
宅地利用の規制を検討し
ていきます。 

・緊急輸送活動の確保、道
路交通管制体制の整備を
関係機関との連携を図り
ながら推進します。 

 

◆都市基盤の防災対策の取
組み 

・上・下水道、電気、ガス、
通信などのライフラインに
ついて、災害時における
被害の軽減を図るため、
耐震化を推進します。 

・ため池崩壊を未然に防ぐ
ため、マニュアルシートの
作成を指導し、適切な維
持管理を支援していきま
す。 

・危険物施設の保安の強
化 、 施 設 の 保 全 、 耐 震
化、保安指導の強化を図
ります。 
 

◆市街地の耐震化・不燃化の
取組み 

・道路が狭く木造老朽建築
物が密集する既成市街地
において、建築物の耐震
化の促進、建物の更新と
併せたオープンスペース
の確保など、市街地の防
災性の向上を図っていき
ます。 
 

◆都市の防災構造の強化 

・地域内の防火、防災対策
の推進、防災空間、防災
拠点の体系的整備を図っ
ていきます。 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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② 減災体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆防災意識の啓発、向上と自
主防災体制の整備強化 

・市民・企業の防災意識の
向上を図るため、様々な
方法、機会を通じて、ハザ
ードマップ、災害危険個
所、避難場所、地域防災
計画など、防災に関する
情報提供を行います。 

・自主防災組織の結成を促
進するとともに、住民等の
防災訓練への参加促進を
図ります。 

・自治会等のコミュニティ形
成や情報把握・伝達体制
づくりの重要性に関する
意識啓発に係る情報発信
や学習機会づくりを支援し
ていきます。 

 

◆地域の安全・安心を知る取
組み 

・自分たちが住んでいる地
域 に つい て、 地域 住民
が、防災の面で危険な場
所がないか、災害時の避
難活動等の問題はないか
等、安全・安心に係る問
題・課題を調べたり知るよ
うな取組みの支援を図りま
す。 

 

◆あいさつ、見守り活動の啓
発 

・安全安心なまちづくりと、
市民の自主的な防災・防
犯活動につながるあいさ
つ運動や見守り活動が進
められるよう啓発に努めま
す。 

 

◆地域の安全・安心の取組み 

・地域の自主的な防災、減
災活動の支援を検討しま
す。 

 
 

◆減災まちづくりの推進 

・災害危険個所の継続調査
を進めるとともに、その結
果を踏まえつつ、避難場
所等の総点検と指定の見
直しを図っていきます。 

・大和川流域の総合治水対
策として、ため池治水利用
施設や雨水貯留浸透施
設の整備を行います。 

・市有建築物の早急な耐震
診断と適切な改修を実施
します。 

・災害の抑制を図るため、減
災に資する自然地等の保
全を図るとともに、防災上
問題があり宅地利用に適
さない土地については、
宅地利用の規制を検討し
ていきます。 

・防災に関する様々なハザ
ードマップ、危険度マップ
の作成、配布等による防
災 情 報 の 発 信 を 図 り ま
す。 

 

◆防災ボランティア団体、量
販店等との連携促進 

・災害時における人材や物
資等の確保や活動を進め
るため、防災ボランティア
団体や量販店等との協定
を行い、連携した防災対
策を進めていきます。 

 

◆情報提供や伝達体制の整
備 

・様々な危機事象に対応す
る計画マニュアルを作成
します。 

・要援護者安否確認支援体
制を確立します。 

・行政と地域の諸団体、医
療などの機関と連携した
健康ネットワークづくりを
推進します。 

 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的
確な判断に基づき行動が
できるよう、災害時の情報
処理方法や対応をマニュ
アル化し、情報システムと
して整備します。 

・災害時要援護者や観光客
も含めた的確な避難が図
れるよう、要援護者情報の
把握に努めるとともに、関
係機関等との連携のもと、
避難・誘導体制の強化を
図ります。 

・発災時の活動に必要な
様々な技術、スキルの習
得、向上のため市民と協
働で市民参加型の防災訓
練を実施します。 

 

◆避難路沿道の建物の耐震
化・不燃化の促進 

・広域避難地や一時避難地
への避難が安全に行われ
るよう、避難路沿道建物の
耐震化や不燃化を検討し
ます。 

 

◆開発基準による安全な住
宅地の誘導 

・減災や防犯に配慮した住
宅地開発を指導・誘導し
ます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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２） その他公共施設等の整備・誘導の方針 
① バリアフリー化と交通安全対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆安全・安心な地域づくりへ
の取組み 

・安全・安心な地域づくりに
向けて、地域住民が学ん
だり話し合ったりする自治
会等の活動について、支
援を図ります。 

・各種情報の提供や相談、
専門家派遣、人材交流な
ど、地域住民の一体となっ
た取組みや人材育成を支
援します。 

 

◆地域の安全・安心を知る取
組み 

・自分たちが住んでいる地
域 に つい て、 地域 住民
が、交通安全等の面で危
険な場所がないか等、安
全・安心に係る問題・課題
を調べたり知るような取組
みの支援を図ります。 

 
 

◆道路のバリアフリー化と交
通安全対策の推進 

・安全で快適な歩行空間を
確保するため、人や車の
交通量が多い鉄道駅周辺
や公共施設集積地周辺
等では、歩道の設置や段
差の解消、手摺り等の設
置など、道路のバリアフリ
ー化を推進します。 

・交通事故が多発する交差
点や危険個所において、
信号機や横断歩道などの
設置を関係機関に要望す
るとともに、街灯、カーブミ
ラー、ガードレール等の交
通安全施設を整備・管理
します。 

 
◆公共施設のバリアフリー化 

・庁舎や学校施設、保育施
設など、各種の公共施設
において、高齢者や障が
い者はもちろん、子どもや
妊婦、ベビーカーが安心
して移動できるよう、段差
の解消やスロープ・手摺
の設置など、バリアフリー
化を図ります。 

 

◆公益施設のバリアフリー化 

・不特定多数の人が利用す
る商業施設等の民間公益
施設について、バリアフリ
ー化を指導・誘導していく
とともに、市民等が自主的
に行うバリアフリー調査を
支援していきます。 

 
◆道路の交通安全対策の取

組み 

・交通事故が多発する住宅
地等において、地域住民
との協働のもと、車両への
交通規制や注意喚起の
取組み等を検討していき
ます。 

 

◆協働による狭隘な生活道
路の改善と、歩行環境の充
実 

・既成市街地等における、
安全面や防災面で問題が
みられる狭あいな主要生
活道路については、日常
生活における快適で便利
な交通を確保するため、
地権者の協力を得なが
ら、車両通行規制による
安全な通行の確保を図る
とともに、沿道建物の更新
と併せたセットバック等に
より、道路拡幅や歩行空
間の整備に努めます。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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② 生活道路の整備・誘導 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆交通安全対策の推進 
・交通安全施設の整備を推
進します。 
・住宅地内の生活道路は、
住民が、コミュニティを行う公
共空間の場でもあるため、通
過交通の進入抑制等の交
通安全対策を検討します。 

 
◆安全な歩行空間の整備 

・すべての人が安全・安心に
歩けるための歩行空間の整
備を進めます。 

 
◆保水能力の向上 

・道路等の透水性舗装等に
より、雨水の保水能力を高め
ます。 

 

◆歩行空間の確保 
・歩いて楽しい歩行空間の
確保に向け、“花と緑の景観
まちづくり”など、地域におい
てそれぞれ特色ある取組み
を進めます。 

 

◆安全な道路整備 

・安全安心な生活道路とする
ため建て替えに伴うセットバ
ックなどにより、狭い道路の
整備に努めます。 

 
 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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③ 福祉のまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域主体の健康づくり 

・地域の歩こう会や公共用
地の管理など自主的な住
民の健康づくり活動が進
められるよう支援します。 

 

◆中核的な医療施設の設置
推進 

・二次救急医療などを担う
地域の中核的な病院の設
置を図るとともに、周辺の
バリアフリー化や公共交
通等のアクセスしやすい
環 境 の 充 実 等 を 図 り ま
す。 

 
◆ユニバーサルデザイン・バ

リアフリー化の推進 

・全ての人が安全で快適に
公共施設等を利用できる
ように、ユニバーサルデザ
インに配慮した整備を進
めます。 

・既存の公共空間や公共施
設においてはバリアフリー
化を促進します。 

 

◆高齢者福祉等の支援環境
の充実 

・自治会等と連携しつつ、高
齢者サロンとして活動でき
る場所の拡大を図ります。 

・地域福祉活動のための拠
点の整備を支援し、住民
の福祉活動への参加や地
域の交流を促進します。 

 
◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増
加する保育需要に対応す
るため、私立保育所の開
設を支援し、待機児童の
解消を図ります。 

・子育て支援に関する研修
会や育児教室などの各種
教室など、誰もが子育て
に興味を持ち参加できる
ような機会を拡大します。 

 
◆各種交流環境の充実 

・身近で日常的な交流環境
（高齢者福祉、子育て支
援、コミュニティ活性化）等
の充実に向けて、地域の
空地・空家の活用や、
寄駅周辺での交流環境の
導入検討など、地域住民
ニーズを踏まえつつ、有
効な取組みを誘導・促進
していきます。 

 
◆民間施設のユニバーサル

デザイン・バリアフリー化
の促進 

・住宅や店舗等民間の施設
においても福祉のまちづく
り条例に基づき、ユニバー
サルデザイン・バリアフリ
ー化の指導を進めます。 

 
◆安心して暮らせる住宅供

給の促進 

・介護サービス付きの住宅
やグループホーム等、高
齢者や障害者も安心して
暮らすことのできる住宅供
給を福祉施策と連携し促
進します。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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11月29日 第8回専門部会 地域別構想の検討

12月17日 第9回専門部会
実現化に向けて
都市計画マスタープラン全体案について

12月24日 第5回策定委員会 都市計画マスタープラン案について

（16:00から開催予定）

2月中旬 第10回専門部会
パブリックコメント結果を踏まえた最終案
について

2月下旬 第6回策定委員会 最終都市計画マスタープラン案について

2月下旬 都市計画審議会
都市計画マスタープランの策定について
の報告

3月 市議会
都市計画マスタープランの策定について
の報告

生駒市都市計画マスタープラン
策定作業の今後の予定

1月：パブリックコメントの実施


